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Ⅰ 組織の概要 

１ 組織機構図 

 令和８年４月１日現在  

 

 

   

                        総務グループ 

                        企画調整グループ 

                        経理グループ 

                        共生・人権同和グループ 

                        当事者目線障害福祉グループ 

                        ジェンダー平等・女性支援グループ 

                        ＤＶ・ストーカー被害対策グループ 

                         

                         

                             

                         

                            《女性自立支援施設》 

                        調整グループ 

                        企画グループ 

                        保育・待機児童対策グループ 

                        子育て支援人材グループ 

                        監査グループ 

                        調整グループ 

                        児童養護グループ 

                        家庭福祉グループ 

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                             

総務室 

福祉子どもみらい局 

子どもみらい部 次世代育成課 

子ども家庭課 

共生推進本部室 

かながわ男女共同参画センター 

女性相談支援センター 

中央児童相談所 

平塚児童相談所 

鎌倉三浦地域児童相談所 

小田原児童相談所 

厚木児童相談所 

綾瀬児童相談所 

子ども自立生活支援センター 

おおいそ学園 

注：《  》は指定管理施設 
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                        調整グループ 

                        企画グループ 

                        地域環境グループ 

                             

                         

                        教育指導グループ 

                        認可グループ 

                        助成グループ 

                        検査分析グループ 

                        調整グループ 

                        地域福祉グループ 

                        災害福祉グループ 

                        福祉介護人材グループ 

                        法人監査グループ 

                        企画グループ 

                        高齢福祉グループ 

                        福祉施設グループ 

                        保健・居住施設グループ 

                        在宅サービスグループ 

                        監査グループ 

                        調整グループ 

                        企画グループ 

                        社会参加推進グループ 

                        地域生活支援グループ 

                             

                             

                            《ライトセンター》 

                            《聴覚障害者福祉センター》 

                        運営指導グループ 

                        福祉機構グループ 

                        事業支援グループ 

                        福祉施設グループ 

                        監査グループ 

                        中井駐在事務所 

 

                             

                            《三浦しらとり園》 

青少年センター 

青少年課 

私学振興課 

地域福祉課 福祉部 

高齢福祉課 

総合療育相談センター 

障害福祉課 

さがみ緑風園 

障害サービス課 
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                            《芹が谷やまゆり園》 

                            《津久井やまゆり園》 

                            《愛名やまゆり園》 

                            《厚木精華園》 

                        援護グループ 

                        生活保護グループ 

                        生活困窮者対策グループ 

 

  

生活援護課 
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２ 幹部職員一覧 

 令和８年４月１日現在  

(１) 本庁機関 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

福祉子どもみらい局長 本間 健志 次世代育成課長 大山 由紀子 

共生担当局長 山本 千恵 子ども企画担当課長 田城 みどり 

副局長 三澤 普 子ども家庭課長 小森 和光 

参事監 

（福祉改革担当） 
道躰 正成 青少年課長 星野 珠実 

総務室長(兼) 
( 再 掲 ) 

三澤 普 
私学振興課長 田中 賢 

共生推進本部室長 石井 由里子 地域福祉課長 小田 優一 

子どもみらい部長 小手 陽子 高齢福祉課長 鳥井 健二 

福祉部長 深石 薫 介護サービス担当課長 春川 有希子 

参事 

（（地独）神奈川県立福祉

機構派遣） 

髙橋 朋生 障害福祉課長 山下 智樹 

生活困窮者対策担当部長 塚本 裕子 障害サービス課長 長澤 忠行 

企画調整担当課長 

<企画調整官><広報官> 

<ＳＤＧｓ調整官> 

岩崎 有吾 
県立障害者施設支援改革

担当課長 
藤澤 潤 

管理担当課長 松田 智伸 福祉機構担当課長 神永 知子 

経理担当課長 長谷川 純 

担当課長 

（（地独）神奈川県立福祉

機構派遣） 

根本 崇 

総務室担当課長 後明 ともみ 

担当課長 

（（地独）神奈川県立福祉

機構派遣） 

佐々木 崇 

共生・人権担当課長 吉田 信雄 生活援護課長(兼) 
( 再 掲 ) 

塚本 裕子 

ジェンダー平等・女性 

支援担当課長 
内田 恵美 生活困窮者対策担当課長 依田 真一 

ＤＶ・ストーカー被害 

対策担当課長 
田巻 志子   
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 (２) 出先機関 

名 称 所 在 地 職 名 氏 名 

かながわ男女共同 

参画センター 
藤沢市鵠沼石上２－７－１ 所長 大野 智信 

女性相談支援セン

ター 
（非公開） 所長 山下 信恵 

中央児童相談所 藤沢市亀井野3119 所長 杉山 徹 

平塚児童相談所 平塚市中原３－１－６ 所長 山下 真弘 

鎌倉三浦地域 

児童相談所 
横須賀市日の出町１－４－７ 所長 佐藤 和宏 

小田原児童相談所 小田原市荻窪350－１ 所長 佐志 佳代子 

厚木児童相談所 厚木市水引２－11－７ 所長 高木 聡 

綾瀬児童相談所 綾瀬市深谷中４－２－１ 所長 稲葉 史恵 

子ども自立生活 

支援センター 
平塚市片岡991－１ 所長 妹尾 洋之 

おおいそ学園 中郡大磯町生沢527 園長 門倉 一弥 

青少年センター 横浜市西区紅葉ケ丘９－１ 館長 山中 毅 

総合療育相談 

センター 
藤沢市亀井野3119 所長 小泉 亜紀 

さがみ緑風園 相模原市南区麻溝台２－４－18 園長 鈴木 千秋 
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３ 分掌事務 

総務室 

(１) 福祉子どもみらい局の所管行政の企画及び調整に関すること。 

(２) 福祉子どもみらい局所属職員の人事及び給与、旅費等の総括に関すること。 

(３) 福祉子どもみらい局の所管行政に係る重要事業の進行管理に関すること。 

(４) 福祉子どもみらい局の所管行政に係る事務能率の増進に関すること。 

(５) 福祉子どもみらい局の所管行政に係る情報公開、情報提供、個人情報の保護及び広聴の

総括に関すること。 

(６) 福祉子どもみらい局の予算の経理（他課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

(７) その他福祉子どもみらい局内他課の主管に属しないこと。 

 

共生推進本部室 

(１) 共生社会の推進に係る総合的企画及び調整に関すること。 

(２) 人権行政及び男女共同参画社会の形成に係る施策の総合的企画及び調整に関すること。 

(３) 当事者目線の障害福祉の推進に係る総合的企画及び調整に関すること。 

(４) 同和対策事業に関すること。 

(５) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号）の施行及び女性

の保護に関すること。 

(６) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）の施

行に関すること。 

(７) 神奈川県男女共同参画推進条例（平成14年神奈川県条例第８号）の施行に関すること。 

(８) 障害者の意思決定支援に関すること。 

(９) かながわ男女共同参画センター及び女性相談支援センターに関すること。 

 

子どもみらい部 

次世代育成課 

(１) 福祉子どもみらい局子どもみらい部内各課の総合調整に関すること。 

(２) 次世代育成支援対策の総合的企画及び調整に関すること。 

(３) 子どもの貧困対策の総合的企画及び調整に関すること。 

(４) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）に基づく保育及び子育て支援並びに社会福祉法人

（児童福祉（障害児福祉に係るものを除く。）並びに母子及び父子並びに寡婦福祉に係る

ものに限る。）の認可、検査等に関すること。 

(５) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく保育及び子育て支援並びに施設（障害児

福祉に係るものを除く。）の検査等に関すること。 

(６) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の施行に関すること。 

(７) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法

律第77号）の施行に関すること。 

(８) 待機児童対策の推進に関すること。 

(９) 保育士の養成確保に関すること。 
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子ども家庭課 

(１) 社会福祉法の施行（児童福祉並びに母子及び父子並びに寡婦福祉に係るもの（他課の主

管に属するものを除く。）に限る。）に関すること。 

(２) 児童福祉法（他課の主管に属するものを除く。）及び児童虐待の防止等に関する法律（平

成12年法律第82号）の施行に関すること。 

(３) 児童福祉思想の普及に関すること。 

(４) 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和39年法律第134号）の施行（他課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

(５) 児童手当法（昭和46年法律第73号）の施行（他課の主管に属するものを除く。）に関す

ること。 

(６) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）の施行に関すること。 

(７) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金に関すること。 

(８) 小児医療援護に関すること。 

(９) 交通遺児等の援護に関すること。 

(10) 児童相談所、子ども自立生活支援センター及びおおいそ学園に関すること。 

(11) その他児童に関し他課の主管に属しないこと。 

 

青少年課 

(１) 青少年行政の総合的企画及び調整に関すること。 

(２) 青年の社会参加の促進に関すること。 

(３) 青少年関係団体の指導及び育成に関すること。 

(４) 青少年に係る地域活動及び非行防止活動に関すること。 

(５) 青少年健全育成に係る社会環境健全化活動の推進に関すること。 

(６) 神奈川県青少年保護育成条例（昭和30年神奈川県条例第１号）の施行に関すること。 

(７) 神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例（平成18年神奈川県条例第66号）の施行に関すること。 

(８) 青少年健全育成施設（県立の施設を除く。）に関すること。 

(９) 青少年センターに関すること。 

 

私学振興課 

(１)  教育委員会の権限に属しない私立学校（大学及び高等専門学校を除く。）の学事一般に

関すること。 

 

福祉部 

地域福祉課 

(１) 福祉子どもみらい局福祉部内各課の総合調整に関すること。 

(２) 地域福祉に関する施策の総合的企画及び調整に関すること。 

(３) 社会福祉法の施行（他課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

(４) 民生委員の指導及び監督に関すること。 

(５) 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号）の施行
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（他課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

(６) 神奈川県手話言語条例（平成26年神奈川県条例第89号）の施行に関すること。 

(７) 地域改善対策に係る生活環境の改善並びに生活の安定及び向上に関すること。 

(８) 福祉人材の養成確保（他課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

 

高齢福祉課 

(１) 高齢者福祉に関する施策の総合的企画及び調整に関すること。 

(２) 老人福祉法（昭和38年法律第133号）の施行に関すること。 

(３) 介護保険法（平成９年法律第123号）の施行に関すること。 

(４) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第124

号）の施行に関すること。 

(５) 認知症対策の推進に関すること。 

(６) 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）の施行（サービス付き高

齢者向け住宅の入居者のサービスに係るものに限る。）に関すること。 

(７) その他高齢者に関し他課の主管に属しないこと。 

 

障害福祉課 

(１) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）の施行に関すること。 

(２) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）の施行（他課の主管に属するものを除く。）

に関すること。 

(３) 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）の施行（他課の主管に属するものを除く。）

に関すること。 

(４) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行（障害児福祉手当等に係るものに限る。）

に関すること。 

(５) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）

の施行（他課の主管に属するものを除く。）に関すること。 

(６) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）の施行に関す

ること。 

(７) 心身障害者扶養共済制度に関すること。 

(８) 障害者の文化の振興に関すること。 

(９) 総合療育相談センターに関すること。 

(10) その他障害者に関し他課の主管に属しないこと。 

 

障害サービス課 

(１) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

の施行に関すること。 

(２) 児童福祉法の施行（障害児福祉に係るものに限る。）に関すること。 

(３) 社会福祉法の施行（障害福祉に係るものに限る。）に関すること。 

(４) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行（障害者福祉施
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設従事者等による障害者虐待の防止等に係るものに限る。）に関すること。 

(５) 障害福祉施設の整備、運営指導等に関すること。 

(６) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく施設の検査等に関すること。 

(７) 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構の運営指導に関すること。 

(８) さがみ緑風園に関すること。 

 

生活援護課 

(１) 社会福祉法の施行（社会福祉法人（生活保護法（昭和25年法律第144号）に係るものに

限る。）及び社会福祉住居施設（社会福祉法第２条第３項第８号に掲げる事業を行うもの

に限る。）に係るものに限る。）に関すること。 

(２) 生活保護法の施行に関すること。 

(３) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）の施行に関するこ

と。 

(４) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 

(５) 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）の施行に関すること。 

(６) 生活福祉資金等に関すること。 

(７) ホームレスの自立の支援に関すること。 

(８) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）の施行に関すること。 

(９) 未帰還者留守家族等援護法（昭和28年法律第161号）、未帰還者に関する特別措置法（昭

和34年法律第７号）、戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号）、恩給法（旧

軍人、軍属関係）及び戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）の施行に関すること。 

(10) 未帰還者の調査に関すること。 

(11) 元陸海軍軍人、軍属の身上の取扱いに関すること。 

(12) 戦没者の慰霊及び戦没者慰霊堂に関すること。 

(13) 引揚者給付金等支給法（昭和32年法律第109号）及び引揚者等に対する特別交付金の支

給に関する法律（昭和42年法律第114号）の施行に関すること。 

(14) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和38年法律第61号）、戦没者等の遺族に対

する特別弔慰金支給法（昭和40年法律第100号）及び戦没者の父母等に対する特別給付金

支給法（昭和42年法律第57号）の施行に関すること。 

(15) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和41年法律第109号）の施行に関するこ

と。 

(16) 引揚者国庫債券に関すること。 

(17) その他未帰還者家族、引揚者、戦没者遺族及び戦傷病者の援護に関し他課の主管に属し

ないこと。 
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４ 職員配置 

令和８年４月１日現在  

所 属 職員数 所 属 職員数 

総務室      34（1） かながわ男女共同参画センター 15 

共生推進本部室      40（1） 女性相談支援センター      17（1） 

次世代育成課 39 中央児童相談所     110（3） 

子ども家庭課      31（1） 平塚児童相談所      86（3） 

青少年課 19 鎌倉三浦地域児童相談所      35（2） 

私学振興課      31（1） 小田原児童相談所 42 

地域福祉課 34 厚木児童相談所      88（2） 

高齢福祉課      58（1） 綾瀬児童相談所      67（1） 

障害福祉課 28 子ども自立生活支援センター     116（3） 

障害サービス課     127 おおいそ学園      34（1） 

生活援護課 26 青少年センター      28（1） 

 
総合療育相談センター      65（5） 

さがみ緑風園      44（5） 

本庁小計     467（5） 出先機関小計      747（27） 

合  計    1,214（32） 

 備考 

 １ 一般常勤職員（育休代替等任期付職員及び臨時的任用職員を除く。）及び再任用職員について記載 

 ２ 職員数には国や他自治体からの派遣・交流職員を含め、国や他自治体等への派遣職員を除く 

 ３ （ ）内は再任用職員で内数 

 ４ 兼務、併任は、本務者ベースで集計 
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５ 指定管理施設 

令和８年４月１日現在 

所

管

課 

施設名 所在地及び電話 設置目的 
指定管理者 

(指定管理期間) 

共
生
推
進
本
部
室 

女性自立支援

施設 

連絡先 

共生推進本部室 

045（210）3640 

１ 困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律の規

定により、都道府県が任意に

設置できる社会福祉施設で、

家庭関係の破綻、生活の困窮

等様々な理由により、生活上

困難な問題を抱えた女性や

暴力被害女性に対し、安心・

安全な生活の場を提供し、自

立を支援すること。 

（社福） 

神奈川県民生福祉

協会 

令和 ８年４月から 

令和 13年３月まで 

障
害
福
祉
課 

ライト 

センター 

横浜市旭区 

二俣川１-80-２ 

045（364）0023 

１ 視覚障がい者に対して各

種の指導訓練、スポーツ活動

の振興等を行うとともに、点

字・録音図書の製作・貸出し

等により情報提供を行うこ

と。 

２ 視覚障がいへの理解促進・

普及活動やボランティア育

成を行うこと。 

（特非） 

神奈川県視覚障害

者福祉協会 

令和 ８年４月から 

令和 13年３月まで 

聴覚障害者 

福祉センター 

藤沢市藤沢 

933-２ 

0466（27）1911 

１ 聴覚障がい者に対して各

種の指導訓練等を行うとと

もに、字幕入り映像ライブラ

リーの制作・貸出し等により

日常生活に必要な情報の提

供等を行うこと。 

（社福） 

神奈川聴覚障害者

総合福祉協会 

令和 ８年４月から 

令和 13年３月まで 

障
害
サ
ー
ビ
ス
課 

三浦しらとり

園 

 

障害児 

入所施設 

（定員 40人） 

 

障害者 

支援施設 

（定員 112人） 

横須賀市長沢 

４-13-１ 

046（848）5255 

１ 障害児入所施設として、主

に知的障がいのある児童を

入園させて保護するととも

に、適切な治療及び知識技能

の付与を行うこと。 

２ 障害者支援施設として、主

に知的障がい者に対して、入

浴、排泄及び食事等の介護、

生活等に関する相談及び助

言その他の必要な日常生活

上の支援と創作活動又は生

産活動の機会の提供、その他

身体機能又は生活能力向上

のための支援を行うこと。 

（社福）清和会 

令和 ５年４月から 

令和 10年３月まで 
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所

管

課 

施設名 所在地及び電話 設置目的 
指定管理者 

(指定管理期間) 

障
害
サ
ー
ビ
ス
課 

芹が谷 

やまゆり園 

（定員 66人） 

横浜市港南区 

芹が谷 2-1236-１ 

045（443）6890 

１ 障害者支援施設として、主

に知的障がい者に対して、入

浴、排泄及び食事等の介護、

生活等に関する相談及び助

言その他の必要な日常生活

上の支援と創作活動又は生

産活動の機会の提供、その他

身体機能又は生活能力向上

のための支援を行うこと。 

（社福）同愛会・ 

（社福）白根学園 

令和 ５年４月から 

令和 10年３月まで 

津久井 

やまゆり園  

（定員 66人） 

相模原市緑区 

千木良 476 

042（684）3511 

（社福） 

かながわ共同会 

令和 ５年４月から 

令和 10年３月まで 

愛名 

やまゆり園 

（定員 120人） 

厚木市愛名 1000 

046（247）0621 

（社福） 

かながわ共同会 

平成 28年４月から 

令和 10年３月まで 厚木精華園 

（定員 112人） 

厚木市上荻野

4835-１ 

046（291）0780 
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６ 附属機関 

 令和８年４月１日現在  

 (１) 法令に基づくもの 

名 称 所掌事務 委員数 所管課 

神奈川県社会福祉

審議会 

 社会福祉法第７条第１項及び第２項の

規定による社会福祉に関する事項の調査

審議、関係行政機関に対する意見の具申

等に関すること。 

30人 総務室 

神奈川県児童福祉

審議会 

 児童福祉法第８条第１項本文、第２項、

第４項及び第８項の規定による児童、妊

産婦及び知的障害者の福祉に関する事項

の調査審議並びに関係行政機関に対する

意見の具申並びに知事の諮問に対する答

申並びに芸能、出版物等の推薦及びこれ

らを製作し、興行する者等に関する勧告

をするとともに、児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準を定める条例（平成

25年神奈川県条例第５号）第３条第１項

に規定する設備及び運営の向上につき知

事の諮問に応じて調査審議し、その結果

を報告し、又は意見を建議すること。 

26人 子ども家庭課 

神奈川県小児慢性

特定疾病審査会 

 児童福祉法第19条の３第４項の規定に

よる医療費支給認定をしないことについ

て審査すること。 

11人 子ども家庭課 

神奈川県私立学校

審議会 

 私立学校法（昭和24年法律第270号）第

８条の規定による私立大学及び私立高等

専門学校以外の私立学校並びに私立専修

学校及び私立各種学校の設置等並びにこ

れらの学校を設置する法人の設立等につ

いての審議並びにこれらの学校に関する

重要事項についての知事に対する建議に

関すること。 

18人 私学振興課 

神奈川県介護保険

審査会 

 介護保険法第183条の規定による保険

給付に関する処分又は保険料その他徴収

金に関する処分に対する不服の審査、決

定等に関すること。 

12人 高齢福祉課 

神奈川県障害者

施策審議会 

 障害者基本法第36条第１項の規定に基

づき、県における障害者に関する施策の

総合的かつ計画的な推進について必要な

事項及びその施策の推進について必要な

関係行政機関相互の連絡調整を要する事

項を調査審議し、並びにその施策の実施

状況を監視すること。 

20人 障害福祉課 

神奈川県地方独立

行政法人神奈川県

立福祉機構評価委

員会 

地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）第11条第２項の規定によりその権限

に属させられた事項（地方独立行政法人

神奈川県立福祉機構に係るものに限る。）

に関すること。 

５人 障害サービス

課 
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 (２) 条例（附属機関の設置に関する条例）に基づくもの 
名 称 所掌事務 委員数 所管課 

神奈川県男女共同

参画審議会 

 男女共同参画の推進に関する重要事項

及び神奈川県男女共同参画推進条例第14

条第１項の規定により申出があつた提

案、意見、要望、苦情等の処理につき知事

の諮問に応じて調査審議し、その結果を

報告し、又は意見を建議すること。 

12人 共生推進本部

室 

神奈川県子ども・

若者施策審議会 

 子ども・若者に関する施策及びこれと

一体的に講ずべき施策に関する次に掲げ

る事項につき知事の諮問に応じて調査審

議し、その結果を報告し、又は意見を建議

するとともに、地方青少年問題協議会法

（昭和28年法律第83号）に基づき、青少年

の指導、育成、保護及び矯正に関する総合

的施策の実施に関し必要な関係行政機関

相互の連絡調整を図ること。 

(１) 子ども・子育て支援法に規定する

子ども・子育て支援事業支援計画並

びに子ども・子育て支援に関する施

策の総合的かつ計画的な推進に関し

必要な事項及び当該施策の実施状況 

(２) 就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する

法律第17条第３項、第21条第２項及

び第22条第２項の規定によりその権

限に属させられた事項 

(３) 幼保連携型認定こども園の学級の

編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成26年神奈川県

条例第52号）第３条第１項に規定す

る設備及び運営の向上 

(４) 地方青少年問題協議会法に規定す

る青少年の指導、育成、保護及び矯正

に関する総合的施策の樹立につき必

要な重要事項 

(５) (１)から(４)までに掲げるものの

ほか、子どもの貧困対策の推進その

他の子ども・若者に関する施策及び

これと一体的に講ずべき施策に関す

る重要事項 

29人 次世代育成課 

神奈川県いじめ問

題再調査会 

 いじめ防止対策推進法（平成25年法律

第71号）第30条第２項及び第31条第２項

の規定に基づき、同法第28条第１項の規

定による調査の結果につき知事の諮問に

応じて調査審議し、その結果を報告する

こと。 

３人 青少年課 
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名 称 所掌事務 委員数 所管課 

神奈川県障害を理

由とする差別の解

消のための調整委

員会 

 障害を理由とする差別に関する紛争

（知事からあつせんに付されたものに限

る。）についてのあつせんを行うこと。 

15人 障害福祉課 

神奈川県障害者介

護給付費等不服審

査会 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第98条第１項の

規定に基づき、市町村の介護給付費等に

係る処分に対する審査請求につき知事の

諮問に応じて調査審議し、その結果を報

告すること。 

９人 障害サービス

課 
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Ⅱ 予算の概要 

 令和８年度当初予算総括表 

（１）一般会計                             （単位：千円） 

 

 

  

令和８年度 令和７年度

 科  目
国　庫
支出金

県  債 その他

836,334 1,808,839 △ 972,505 46.2% 175,776 - 175,026 485,532

(項)青少年費 836,334 1,808,839 △ 972,505 46.2% 175,776 - 175,026 485,532

(款)民生費 405,672,282 373,295,956 32,376,326 108.7% 22,602,092 628,000 15,484,175 366,958,015

(項)社会福祉費 17,608,256 17,993,572 △ 385,316 97.9% 2,156,531 25,000 877,611 14,549,114

(項)障害福祉費 106,346,776 95,075,620 11,271,156 111.9% 4,854,615 127,000 711,586 100,653,575

(項)老人福祉費 141,369,017 127,817,168 13,551,849 110.6% 4,869,344 427,000 8,246,155 127,826,518

(項)生活保護費 9,496,557 9,456,518 40,039 100.4% 5,858,342 - 57,342 3,580,873

(項)児童福祉費 130,851,676 122,953,078 7,898,598 106.4% 4,863,260 49,000 5,567,322 120,372,094

使途を指定しな
い収入

- - - - - - 24,159 △ 24,159

93,299,892 69,853,078 23,446,814 133.6% 35,349,840 - 130,809 57,819,243

(項)私学振興費 93,299,892 69,853,078 23,446,814 133.6% 35,349,840 - 130,809 57,819,243

499,808,508 444,957,873 54,850,635 112.3% 58,127,708 628,000 15,790,010 425,262,790

　　  内  訳

対 前 年 度 比 較 令和 ８ 年 度 の 財 源 内 訳

増減額

Ａ－Ｂ

伸率

Ａ／Ｂ

特 定 財 源

一般財源
当初予算額

Ａ

当初予算額

Ｂ

　福祉子ども
　みらい局　計

(款)総務費

(款)教育費
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（２）特別会計 

   ア 介護保険財政安定化基金会計           （単位：千円） 

 

 

   イ 母子父子寡婦福祉資金会計                （単位：千円） 

 
 

（３）福祉子どもみらい局合計  （単位：千円） 

 
  

令和８年度 令和７年度

 科  目

78,133 19,313 58,820 404.6% 38,787 39,345 1

(項)貸付金 39,345 - 39,345 皆増 - 39,345 - 

(項)積立金 38,788 19,313 19,475 200.8% 38,787 - 1

　　  内  訳

対 前 年 度 比 較

増減額

Ａ－Ｂ

伸率

Ａ／Ｂ
財産収入 繰入金

令 和 ８ 年 度 の
財　 源　 内 　訳

諸収入
当初予算額

Ａ

当初予算額

Ｂ

(款)介護保険財政
    安定化費

令和８年度 令和７年度

 科  目

1,064,580 1,489,987 △ 425,407 71.4% 414,164 55,651 593,899 866

(項)貸付金 290,000 310,000 △ 20,000 93.5% 224,397 - 65,602 1

(項)事務費 57,017 27,312 29,705 208.8% 501 55,651 - 865

(項)公債費 528,297 703,155 △ 174,858 75.1% - - 528,297 - 

(項)予備費 189,266 449,520 △ 260,254 42.1% 189,266 - - - 

対 前 年 度 比 較
令 和 ８ 年 度 の
財 　源　 内　 訳

増減額

Ａ－Ｂ

伸率

Ａ／Ｂ

貸付金
収　入

繰入金 繰越金 諸収入

(款)母子父子寡婦
    福祉資金

当初予算額

Ａ

当初予算額

Ｂ

　　  内  訳

令和８年度 令和７年度

 科  目

500,951,221 446,467,173 54,484,048 112.2%

対 前 年 度 比 較

増減額

Ａ－Ｂ

伸率

Ａ／Ｂ

合　　計

当初予算額

Ａ

当初予算額

Ｂ

　　  内  訳
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Ⅲ 事業の概要 

 令和８年度主要事業の概要 

 

 

 

 

 子ども・若者への支援  

施策１ 結婚や出産・育児の希望がかなえられる社会づくり 

１ 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援 

ア 恋カナ！プロジェクト事業費 42,756千円① 

結婚に向けた機運醸成を図るため、市町村等と連携し多様な婚活イベントを実

施するとともに、結婚支援コンシェルジュを配置し市町村や結婚を希望する方を

支援する。 

 

 

イ 結婚新生活支援事業推進費補助 157,476千円① 

結婚に対する経済的不安を軽減し若い世代の結婚を後押しするため、結婚に伴

う新生活に係る費用（新居の家賃、引越費用等）について市町村と一体となって

支援する。 

 

 

ウ 小児医療費助成事業費補助 7,143,375千円① 

小児の医療費助成を実施する市町村に対して補助する。 

 

 

エ 子どもの学習進学支援事業費補助 72,294千円① 

低所得者世帯の子どもが家庭の経済状況に左右されず自身が望む学校へ進学で

きる環境を整えるとともに、多子世帯の学校外教育費の負担を軽減するため、中

学３年生を対象として学習に関するクーポン配布事業を行う市町村に対して補助

する。 

 

 

オ 子育てパーソナルサポート事業費 28,936千円① 

カ 市町村申請手続きデジタル化事業費補助 9,500千円① 

かながわ子育てパーソナルサポートを運用するとともに本サービスを通して市

町村の各種申請手続きが可能となるよう、市町村が行うシステム構築に対して補

助する。 

 

 

キ こどもまんなか機運醸成事業費 27,636千円① 

子どもに関する取組・政策を社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」を

実現するため、主要公共交通機関のデジタル広告等を活用した広報・広告配信を

【事業の対象区域】 

① 全市町村                 ⑤ 横浜市、川崎市を除く市町村 

② 政令市を除く市町村                        ⑥ 町村のみ 

③ 政令市・中核市を除く市町村         ⑦ 特定市町村 

④ 政令市・中核市・保健所政令市を除く市町村  ⑧ その他 
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行い、子育て支援に関する新たな取組等について総合的な普及啓発及び機運醸成

を行う。 

 

 

ク 子どもの意見聴取機会の創出事業費 1,550千円① 

ケ デジタル版子どもの意見聴取機会の創出事業費 9,467千円① 

コ 子ども政策提案事業費 10,000千円① 

神奈川県こども目線の施策推進条例の第９条に基づき対面やインターネット掲

示板などの手法で多様な子どもたちの声を聴く機会を創出するとともに、子ど

も・若者自らが主体となって地域・社会のために提案・実現する事業を実施する。 

 

 

サ ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７子ども体験促進事業費 163,345千円① 

県内の希望する子どもにＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７への来場の機会を提供

するため、窓口となる事務局やコールセンター等の業務を実施するとともに、入

場料を支援する。 

 

 

シ ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７校外学習支援事業費（私立分） 37,710千円① 

県内の希望する私立学校の校外学習等におけるＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７

への来場を支援するため、窓口となる事務局やコールセンター等の業務を実施す

る。 

 

 

ス 私立高等学校等生徒学費補助金等 2,394,267千円① 

私立高校等に通う家庭の負担を軽減するため、授業料補助の所得制限を撤廃し

授業料実質無償化の対象を拡大する。また、入学金について住民税非課税世帯ま

での実質無償化を継続する。 

対象校種：高等学校、中等教育学校（後期課程）及び専修学校（高等課程） 

 

 

セ 外国人学校生徒等学費補助金 170,703千円① 

外国人学校に通う子ども達が安心して学ぶことができるよう、所得に応じて学

費負担の軽減を図るために補助する。 

 

 

ソ 地域少子化対策推進事業費 50,029千円① 

結婚、妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸

成に取り組む市町村に対して補助する。 

 

 

２ 幼児期の教育・保育の提供体制の確保・充実等 

(1) ニーズに応じた幼児期の教育・保育の提供 

ア 施設型給付費負担金 68,888,109千円① 

市町村が実施する保育所等への給付費の一部を負担する。 

 

 

  ○新  
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イ 地域型保育給付費負担金 5,584,841千円① 

市町村が実施する小規模保育等への給付費の一部を負担する。 

 

 

ウ 私立幼稚園利用給付費負担金 2,194,836千円① 

少子化対策のため、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園（私学

助成園）の利用料を負担する。また、低所得世帯等の園児を対象に副食材料費の

経費として市町村の給付費の一部を負担する。 

 

 

エ 私立幼稚園等預かり保育推進費補助 241,673千円① 

保育ニーズに対応するため、正規の教育時間前後及び休業日に専任の担当教員

を配置して預かり保育を実施する幼稚園等に対して補助する。 

 

 

オ 私設保育施設等利用給付費負担金 1,092,691千円① 

少子化対策のため、私設保育施設(認可外保育施設)や幼稚園の預かり保育等の

利用料を負担する。 

 

 

カ 乳児等通園支援事業給付費負担金 167,837千円① 

保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない乳幼児を、月一定時間までの

利用可能枠の中で就労等の理由を問わず通園した場合に給付費の一部を負担する。 

 

 

キ 手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助 359,054千円① 

ク 保育所等紙おむつ処分事業費補助 88,508千円① 

ケ 保育所等感染症対策設備整備事業費補助 22,606千円③ 

保護者及び保育士双方の負担を軽減するため、乳幼児の使用済み紙おむつの処

分やお昼寝用コット（簡易ベッド）、おむつ保管庫などの物品等の整備を行う保

育所等を支援する市町村に対して補助する。 

 

 

コ 医療的ケア児受入促進事業費 772千円③ 

サ 医療的ケア児保育支援事業費補助 67,445千円③ 

シ 民間保育所健康管理体制強化事業費補助 22,126千円③ 

保育のため看護師等の医療的ケア児サポーターの雇用を支援する市町村(政令

市・中核市を除く)に対して補助するとともに、アドバイザーを市町村や保育所等

に派遣する。 

 

 

ス 私立幼稚園医療的ケア看護職員配置事業費補助 15,855千円① 

安全な医療的ケアの実施体制を確保するため、看護職員等を配置する私立幼稚

園に対して補助する。 

 

 

セ 私立幼稚園特別支援教育費補助 1,945,496千円① 

障がいのある幼児とともに学び、ともに育つ保育を推進するため、障がいのあ

  ○新  
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る幼児を受け入れる幼稚園に対して補助する。 

 

 

ソ 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助 66,040千円③ 

低年齢児(０歳)の受入れのため、年度途中に定員超過して受け入れるための保

育士の年度当初からの雇用を支援する市町村（政令市・中核市を除く）に対して

補助する。 

 

 

タ インクルーシブ保育普及推進事業費 4,956千円① 

インクルーシブ保育の実践事例集の普及に関する取組を実施する。 

 

 

チ 認可外保育施設巡回指導事業費 28,644千円③ 

認可外保育施設に対して、重大事故の防止を目的とした研修や立入調査を実施

するほか、睡眠中、食事中等の重大事故が発生しやすい場面での巡回指導を外部

委託により実施する。 

 

 

ツ 保育施設等の見守りカメラ設置事業費補助 78,142千円③ 

児童の安全な生活環境を確保するため、見守りカメラを設置する保育施設等に

対して補助する。 

 

 

(2) 幼稚園教諭、保育士、保育教諭の確保･育成 

ア 地域限定保育士試験実施事業費 21,671千円① 

地域限定保育士試験を実施し、保育士を確保する。 

 

 

イ 保育補助者雇上強化事業費補助 55,331千円③ 

保育士の補助を行う保育補助者（保育士資格の有無は問わない）を雇い上げる

ことにより保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図る事業者を支援す

る市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助する。 

 

 

ウ 保育エキスパート等養成事業費 76,448千円① 

一定の経験を積んだ保育士等を対象に、アレルギー、乳児保育など各分野のス

ペシャリスト（保育エキスパート）等を養成し、保育の質の向上と就業継続の支

援を行う。 

 

 

エ 保育士宿舎家賃支援事業費補助 63,566千円③ 

保育士の処遇を改善し保育所等における保育士確保・定着化を促進するため、

国の補助期間を超えて保育所等が借り上げた保育士の宿舎の家賃（借上代）を支

援する市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助する。（国補助：入職から

５年目まで、県補助：６年目から 10年目まで） 
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オ 潜在保育士向け復職支援事業費 10,109千円① 

保育所等において、離職者の現場復帰につながるような講習及び保育実習を実

施する。また、新たに地域限定保育士試験実技講習会受講者が、保育士登録後す

ぐに県内で就職できるよう、実践的な就業体験プログラムを実施する。 

 

 

カ 子どもの笑顔応援プロジェクト事業費 7.673千円① 

保育士等の負担軽減等に向けて保育補助者の活用を促進するため、保育所等と、

一般の学生やシニア等のマッチングを行い、保育士等の業務を体験・実習する

「キッズサポーター」として派遣する。 

 

 

キ 短時間保育士雇上事業費補助 20,556千円③ 

潜在保育士の復職を促進するため、配置基準外の短時間勤務の保育士の雇用を

支援する市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助する｡ 

 

 

ク 保育士試験筆記対策講座事業費 5,971千円① 

保育人材を確保するため、県内の保育所等に勤務し、地域限定保育士試験を受

験する保育補助者等を対象に筆記試験対策講座を実施する。 

 

 

ケ 保育の仕事魅力発信事業費 5,610千円① 

数ある職業から保育士を選択してもらい新規保育士の確保等につなげるため、

保育現場の体験の様子を動画化するなど、様々な角度から保育の魅力を発信する。 

 

 

コ 幼稚園教員復帰等支援事業費 1,870千円① 

幼稚園の人材確保を支援するため、潜在幼稚園教員の復帰等を促進するための

現場見学、就職相談会を実施する。 

 

 

(3) 地域における多様な子育て支援の充実 

ア 地域子育て支援拠点事業費補助 1,046,941千円① 

乳幼児とその保護者同士が交流する場の提供や、育児の相談等を行う子育て支

援拠点の運営を行う市町村に対して補助する。 

 

 

イ 私立幼稚園等地域開放推進費補助 110,400千円① 

地域との連携を深めるため、保護者に対する教育相談事業や地域とのふれあい

交流事業などを行う幼稚園等に対して補助する。 

 

 

ウ 私立幼稚園等子ども・子育て支援機能向上事業費補助 33,300千円① 

子育て世帯の孤独・孤立を防ぐため、未就学児を持つ保護者やその子どもが交

流・相談できる場としての地域開放等を行う私立幼稚園等に対して補助する。 

一部○新  
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エ 病児・病後児保育事業費補助 419,468千円① 

病気や病後の児童を保護者が家庭で保育できない場合に病院・保育所等の付設

スペースで預かる事業を実施する市町村に対して補助する。 

 

 

オ 子ども・子育て充実市町村提案事業費補助 57,635千円① 

市町村毎の地域特性や人口規模等で様々に異なる課題を解決するため、市町村

が提案する事業に対して補助する。 

 

 

カ 多様な体験機会の提供に向けた研修会（貧困対策推進事業費の一部） 918千円① 

子どもを対象に多様な体験活動を行う団体を支援するため、新たに子どもの体

験機会に関する研修会を開催する。 

 

 

(4) 子どもの放課後などにおける育ちの場の提供 

ア 放課後児童健全育成事業費補助 9,146,951千円① 

保護者が仕事等により家庭にいない小学生に対し、放課後の居場所を提供する

放課後児童クラブの運営と放課後児童支援員等の処遇改善に取り組む市町村に対

して補助する。 

 

 

イ 放課後児童健全育成事業費補助（投資） 191,466千円① 

ウ 放課後児童クラブ施設整備等支援事業費補助 36,423千円① 

放課後児童クラブの整備を促進するため、放課後児童健全育成事業費補助（投

資）に加えて、補助基準額を超える市町村負担や事業者負担の一部を補助する。 

 

 

エ 放課後児童支援員認定資格研修事業費 20,913千円① 

放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員として必要な知識や技能等を習

得するための研修を実施する。 

 

 

オ ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用料支援事業費補助 95,022千円① 

ひとり親家庭等の負担を軽減するため、ひとり親家庭及び生活保護世帯の子ど

もが利用する放課後児童クラブの利用料の減免又は補助を行う市町村に対して補

助する。 
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施策２ 支援を必要とする子ども・家庭への取組 

１ 支援を必要とする子ども・家庭への取組 

(1) 貧困の状況にある子どもへの支援 

ア 児童手当負担金 16,382,237千円① 

児童を養育している者に対して、市町村が支給する児童手当の一部を負担する。 

 

 

イ 児童扶養手当給付費 863,359千円⑥ 

離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給す

る。 

 

 

ウ ひとり親家庭等医療費助成事業費補助 1,932,178千円① 

ひとり親家庭等医療費助成を実施する市町村に対して補助する。 

 

 

エ 母子父子寡婦福祉資金貸付金 290,000千円③ 

母子家庭等の配偶者のない者で現に児童を扶養している者や寡婦に対して、修

学資金等の各種資金の貸付けを行う。 

 

 

オ 高等職業訓練促進給付金等支給費 150,113千円⑥ 

母子家庭等の経済的自立を促進するため、資格取得を目指し養成機関等で修学

するひとり親に対し給付金を支給するとともに、人手不足が顕著な看護師、介護

福祉士、保育士を確保するため、これらの資格取得を目指す場合、県独自の給付

金を上乗せする。 

 

 

カ 母子家庭等就業支援事業費 15,772千円③ 

経済的基盤が弱い母子家庭等を対象に就業相談や就業支援講習会等の就業支援

を行うとともに、養育費相談支援や公正証書作成補助等による養育費の支払の履

行確保に向けた支援を行う。 

 

 

キ ひとり親養育費確保支援事業費 3,738千円③ 

離婚によるひとり親の養育費確保を支援するため、養育費の取決めや不払い時

における強制執行に係る弁護士費用及び養育費保証契約費用に対して補助する。 

 

 

ク ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業費補助 30,720千円② 

自立に向け意欲的に取り組むひとり親の就業・自立を促進するため、住宅の借

り上げに必要となる資金を貸し付ける県社会福祉協議会に対して補助する。 

 

 

ケ 子どもの貧困対策推進事業費 17,023千円① 

ひとり親家庭の自立を促進するため、ＳＮＳを活用した相談を実施する。 
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コ 標準化対応児童扶養手当システム事業費 95,567千円⑥ 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の公布に伴い標準準拠シ

ステムへの移行が必要なため、新たな児童扶養手当システムを導入する。 

 

 

サ 妊産婦等生活援助事業費 49,876千円③ 

特定妊婦（子どもの養育について、出産前に特に支援が必要と認められる妊

婦）や困難を抱える出産後の母子に対する支援を強化するため、妊産婦等生活援

助事業所を開設し、相談支援や生活支援を実施する。 

 

 

シ 子ども食堂支援事業費 2,940千円① 

子ども食堂に対する寄附物品の受入調整を行うマッチングコーディネーターを

配置・育成するとともに、子ども食堂の情報発信力強化のための調査等を行う。 

 

 

(2) 児童虐待への総合的な対応 

ア 児童家庭支援センター事業費補助 16,763千円③ 

児童虐待を未然に防止するため、住民に身近な場所で専門的な相談対応を行う

機関である児童家庭支援センターを運営する社会福祉法人に対して補助する。 

 

 

イ 暫定一時保護所運営費 82,928千円⑧ 

児童相談所一時保護所の定員超過に緊急的に対応するため、県立施設の空きス

ペースを活用し、暫定一時保護所を運営する。 

 

 

ウ 中央児童相談所一時保護所増改築工事設計費 26,910千円⑧ 

個室がなく、定員超過が続く中央児童相談所（藤沢市亀井野）の一時保護所に

ついて、再整備に向けた実施設計を行う。 

 

 

エ 虐待防止対策推進事業費 81,173千円③ 

児童虐待に適切に対応し再発防止を図るため、保護者に対するカウンセリング

や医療機関や弁護士による虐待事案への専門支援体制を整備する。 

 

 

オ こども家庭ソーシャルワーカー取得促進事業費 3,751千円③ 

児童相談所及び児童養護施設等で子どもの支援に従事する職員の「こども家庭

ソーシャルワーカー」資格の取得を促進するため、研修受講費等に対して補助す

る。 

 

 

カ 児童虐待防止医療ネットワーク連携強化事業費 6,318千円③ 

複雑化している児童虐待に対応するため、中核的な医療機関に児童虐待専門の

コーディネーターを配置し、児童虐待対応のネットワークづくりや保健医療従事
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者の研修等を行う。また、性的虐待を受けた子どもに対して系統的全身診察を実

施する。 

 

 

キ 児童養護施設等体制強化事業費補助 132,422千円③ 

児童指導員等の業務負担を軽減するため、補助者、夜間業務従事者や児童相談

所ＯＢを雇用する児童養護施設等に対して補助する。 

 

 

ク 児童養護施設等職員宿舎借上代支援事業費補助 109,000千円③ 

新規職員確保及び離職防止を図るため、職員用の宿舎家賃（借上代）を支援す

る児童養護施設等に対して補助する。（入職から 10年目まで） 

 

 

ケ 児童虐待未然防止強化事業費 1,230千円③ 

虐待の未然防止の一層の推進を図るため、しつけの体罰禁止を、幼児から大人

まで幅広く普及・啓発する。 

 

 

コ 子ども人権相談室推進事業費 19,663千円① 

子どもの権利擁護を推進するため、子ども自身からの人権相談、施設職員の専

門研修、啓発事業等を実施する。また、児童相談所の業務の質の向上を図るため、

第三者評価を実施し、児童相談所の取組を客観的に評価する。 

 

 

サ 子どもの権利擁護センター事業費 14,507千円③ 

児童養護施設等に入所中の子どもたちが自ら意見表明できる機会を確保するた

め、意見表明等支援員の派遣や関係機関との連携等、子どもの意見表明を支援す

るためのセンターを運営する。 

 

 

シ ＳＮＳ児童虐待防止相談事業費 71,006千円① 

児童虐待について県民が相談しやすい環境を整備するため、ＳＮＳを活用した

相談を実施する。 

 

 

ス 新児童相談所ネットワークシステム整備費 40,755千円③ 

虐待相談件数の急増、複雑・困難化など、児童相談所を取り巻く環境の変化に

対応するため、本県の児童相談所に最適な新たなシステムの開発を行う。 

 

 

セ 新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助 112,015千円① 

妊産婦、子育て世帯、子どもへの包括的な支援体制を構築するため、市町村が

実施する事業に対して補助する。 
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(3) 社会的養護のもとに育つ子どもたちへの支援 

ア 社会的養護自立支援実態把握事業費 3,121千円③ 

里親委託、児童養護施設入所措置等が終了した者への自立支援施策の改善を図

るため、生活状況を確認するほか、施設等のケアや自立支援に対するニーズを把

握する。 

 

 

イ 施設入所児童処遇費 71,942千円① 

民間児童福祉施設等の入所児童の処遇の向上を図るため、児童の生活費、教育

費等を支払うとともに、措置費における被虐待児受入加算費の適用期間（１年

間）が終了している児童等の入居を受ける自立援助ホームに対して補助する。 

 

 

ウ 県立児童福祉施設入所者処遇費 209,181千円⑧ 

児童虐待等により県立児童福祉施設に入所した児童を養育するための費用を支

出する。 

 

 

エ 児童福祉施設退所児童等身元保証人確保対策費補助 328千円③ 

身元保証を必要とする子どもに対し、その子どもが入所していた施設長などが

身元保証人となる場合に保証契約を締結する際の経費を補助する。 

 

 

オ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助 3,815千円③ 

児童養護施設の退所者等の円滑な自立を支援するために実施する家賃相当額や

生活費など、自立支援資金の貸付を行う民間法人に対して補助する。 

 

 

カ あすなろサポートステーション事業費 33,395千円③ 

児童養護施設や里親等から退所、自立する児童の自立支援を促進する。また、

一旦は自立したケアリーバーが離職等により再スタートが必要になった場合に、

専門職員が継続支援計画の作成等を通し自立を支援する。 

 

 

キ 児童保護措置費 5,624,547千円① 

保護者のない児童又は保護者が監護することが不適当な児童について、民間児

童福祉施設への入所や里親への養育委託等の措置に必要な経費を支弁する。 

 

 

ク ケアリーバー支援事業費 12,660千円③ 

ケアリーバー（児童養護施設等を退所した者）への相談機能として、県央地域

に一時的な滞在場所及び相談室を設置、運営する。 

 

 

ケ ケアリーバー支援事業費補助 1,000千円③ 

一旦は自立したケアリーバーが離職等により再スタートが必要になった場合に、

一人ひとりに応じた次なる自立に導いた出身施設等に対して補助する。 
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コ ケアリーバー等進学促進事業費 27,600千円③ 

ケアリーバー等への支援を行うため、大学等への初年度納付金及び入学後１年

間の生活費用を給付する。 

 

 

サ 里親支援センター設置事業費補助 43,435千円③ 

里親委託を推進するため、里親の登録やトレーニングから委託後のフォローま

でワンストップで支援を行う「里親支援センター」を設置する。 

 

 

シ 里親制度推進費 71,551千円③ 

里親制度を推進するため、里親への相談支援、里親制度の普及啓発、委託調整

の取組を強化する。 

 

 

ス 児童精神科医確保・育成対策事業費（医療介護基金） 20,000千円⑧ 

学校法人東海大学に開設した「寄付講座」により同大学から県立施設に対し児

童精神科医を派遣し、全国的に人材が乏しい児童精神科医を安定的に確保すると

ともに専門医の育成や医師による地域貢献を促し、県域における児童精神科分野

に係る医療体制を強化する。 

 

 

セ こども・若者支援人材バンクモデル事業費 30,863千円⑧ 

児童相談所等における児童福祉司等の人材確保とその定着を図るため、福祉系

学部を有する大学や保育士養成機関と連携しながら児童福祉分野への就職を支援

する「こども・若者支援人材バンク」を設置、運営する。 
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施策３ 子ども・若者が心豊かに育ち自立できる社会づくり 

１ 豊かな心と健やかな体を育む体験的な学習などの推進 

(1) 青少年の多様な体験活動の促進と青少年支援・指導者の育成 

ア 青少年人材養成費 4,762千円① 

青少年の多様な体験学習の促進を図るため、青少年支援・指導者を育成するた

めの研修を実施するとともに、その活動を支援する。 

 

 

イ 青少年科学活動推進事業費 5,406千円① 

ウ 演劇活用青少年支援事業費 522千円① 

青少年への科学体験活動の普及・啓発を推進するとともに県内の様々な企業や

研究機関との連携を深め、先端科学を直接体験できる機会を創出する。また、ひ

きこもり・不登校等の青少年を対象に、演劇等のコミュニケーションスキルを活

用したワークショップを行う。 

 

 

エ 藤野芸術の家運営費補助 90,408千円⑧ 

民間貸付を行っている宿泊型体験活動施設である藤野芸術の家の管理運営に必

要な経費を補助する。 

 

 

オ 青少年施設維持運営費 103,963千円⑧ 

青少年関連施設の維持管理を行うとともに、利活用を進めるための工事等を行

う。 

 

 

２ いじめ・暴力行為対策の推進と不登校などの困難を有する青少年への支援 

(1) 困難を有する青少年への支援 

ア 青少年対策企画調整費 6,821千円① 

子ども・若者施策審議会部会や県いじめ再調査会を運営するほか、青少年育成

功労者等の表彰を行う。 

 

 

イ かながわ若者サポートステーション事業費 15,723千円⑦ 

若年無業者等の働くことに悩みを抱える若者の職業的自立を支援するため、地

域若者サポートステーションを運営する。 

 

 

ウ ＳＮＳひきこもり等相談事業費 18,915千円① 

子ども・若者、ひきこもり当事者及び家族等が抱える悩みについて、より身近

に相談できる環境を提供するため、ＳＮＳを活用した相談を実施する。 

 

 

エ 「ひきこもり×メタバース」社会参加支援事業費 24,426千円① 

ひきこもり等の当事者の社会参加を支援するため、メタバース上でイベントを

実施するとともに交流の場や相談窓口を設置する。 
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オ ひきこもり等相談関係事業費 37,645千円① 

カ フリースペース等相談事業費補助 7,500千円① 

ひきこもり等の当事者や家族を支援するため、ひきこもり地域支援センターで

電話相談等を行うほか、精神科医・弁護士等の多職種支援チームにより伴走支援

を行う市町村等を支援する。また、ＮＰＯが実施する相談業務に対して補助を行

う。 

 

 

キ 困難を抱える学生等へのアウトリーチ支援事業費 12,436千円② 

困難を抱えているが支援から取り残されている若者を掘り起こし、必要な支援

につなげるきっかけづくりを行うため、高校・大学等への支援物資の配布を行う。

また、ＳＮＳなどインターネットを利用した広報を行う。 

 

 

(2) いじめ・暴力行為対策の推進と不登校への対応 

ア フリースクール等利用児童・生徒支援事業費補助 73,300千円① 

不登校の児童・生徒がそれぞれの状況に応じた居場所・学びの場を利用できる

よう、フリースクール等に通う子どもの保護者等を支援する市町村に対して補助

する。 

 

 

イ 高校を活用した若者自立支援事業費補助 2,065千円① 

ひきこもりの長期化・困難化を未然に防止するため、在学中及び卒業後も信頼

できる大人とつながりを持てる「高校内居場所カフェ」を運営する団体に対して

補助する。 

 

 

３ 健全育成を支える地域社会づくり  

(1) 青少年が健全に育つ環境の整備 

ア 青少年保護育成条例等推進費 7,412千円① 

青少年の健全な育成を図るため、県、保護者、県民及び事業者が一体となって

青少年を取り巻く社会環境の健全化を促進するとともに、青少年の喫煙・飲酒を

防止する社会環境を整備するため、関係業界と協働して周知・啓発を行う。 
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施策４ 希望に満ち信頼あふれる学校づくり 

１ 私立学校教育の振興 

(1) 私立学校への支援の充実 

ア 私立学校経常費補助［一部］［再掲］ 45,465,920千円① 

教育条件の維持向上、修学上の経済的負担の軽減及び学校経営の健全性の向上

を図るため、私立学校の経常的な経費及び特色ある教育に対して補助する。 

 

(ｱ) 私立学校経常費補助（一般補助） 44,483,355千円 

校種別補助額  高 等 学 校 25,035,359千円 

 小 学 校 ・ 中 学 校 等 11,898,209千円 

 特 別 支 援 学 校 727,812千円 

 幼 稚 園 4,708,458千円 

 専 修 ・ 各 種 学 校 2,113,517千円 

なお、特別補助は、以下のとおり。 

 

(ｲ) 私立高等学校等教育改革推進費補助 630,492千円 

教育の質の向上を図る私立学校に対して補助する。また、不登校生徒の進路

確保のため、不登校生徒の受入体制を整備している私立高等学校に対して補助

する。 

 

(ｳ) 私立幼稚園等預かり保育推進費補助［再掲］ 241,673千円 

 

(ｴ) 私立幼稚園等地域開放推進費補助［再掲］ 110,400千円 

 

 

イ 私立幼稚園等子ども・子育て支援機能向上事業費補助［再掲］ 33,300千円① 

 

 

ウ 私立幼稚園特別支援教育費補助［再掲］ 1,945,496千円① 

 

 

エ 私立幼稚園医療的ケア看護職員配置事業費補助［再掲］ 15,855千円① 

 

 

オ 私立幼稚園利用給付費負担金［再掲］ 2,194,836千円① 

 

 

カ 私立幼稚園施設整備費等補助 175,558千円① 

幼児教育の質の向上に必要な遊具やＩＣＴ環境等の整備、職員の業務負担の軽

減及び認定こども園への移行に係る事務負担軽減の取組を行う幼稚園等に対して

補助する。 

 

 

キ 私立学校施設耐震診断調査費補助 3,906千円① 

児童生徒等の安全確保及び災害時の避難施設としての公共性の観点から、耐震

診断調査を実施する私立学校に対して補助する。 
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ク 私立学校振興資金利子補給費 3,891千円① 

教育環境の充実、災害時の安全確保を図るため、私立学校が行う施設整備に対

し、その資金の融資あっせんを行うとともに、利子の一部を補給する。 

 

 

ケ 日本私立学校振興・共済事業団補助金 744,219千円① 

私立学校教職員の福利厚生を支援するため、私学共済の長期給付の一部を補助

する。 

 

 

コ 私立学校教職員退職金制度補助金 993,107千円① 

私立学校教職員の福利厚生を支援するため、退職手当金給付財源の一部を補助

する。 

 

 

サ 私立学校国際化推進事業費 35,420千円① 

グローバル教育を推進するため、語学派遣研修等を行う私立学校に対して補助

するとともに、高校生等の留学経費を支援する。また、在外教育の推進に寄与す

るため私立学校教員の在外教育施設への派遣経費を交付するほか、新たに、国際

交流や留学プログラムの構築を含めた環境整備を行う私立高校等に対して補助す

る。 

 

 

シ 私立学校体育施設空調設備整備費補助 495,000千円① 

私立小学校・中学校・高校等に通う児童・生徒の熱中症対策を促進するため、

体育館の空調を新設する学校に対して補助する。 

 

 

２ 公立高校と私立高校の連携強化 

(1) 公立高校と私立高校による協調事業の推進 

ア 公私立学校協調事業費 3,320千円① 

公私立高等学校による協調事業の一環として神奈川の高校の魅力をアピールする

とともに、中学生の志望校決定の一助とするため、「神奈川の高校展」を開催する。

また、高校生等の就労観の育成と職業意識の向上を図る「仕事のまなび場」事業を

実施する。 

 

 

３ 就学支援の推進 

(1) 高校生などへの就学支援の充実 

ア 高等学校等就学支援事業費 33,954,503千円① 

家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込

める社会をつくるため、私立高校生等に対して就学支援金を支給することにより

世帯の教育費負担を軽減する。 

対象校種：高等学校、中等教育学校（後期課程）及び専修学校（高等課程）等 
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イ 私立高等学校等生徒学費補助金等［再掲］ 2,394,267千円① 

 

 

ウ 外国人学校生徒等学費補助金［再掲］ 170,703千円① 

 

 

エ 私立学校生徒学費緊急支援補助金 46,070千円① 

保護者の失職や倒産等により家計が急変した児童・生徒への影響を軽減するた

め、授業料を軽減した私立中学校等に対して補助する。 

対象校種：中学校、小学校及び中等教育学校（前期課程）等 

 

 

オ 私立高校生等奨学給付金事業費 1,157,009千円① 

年収約 490万円未満世帯の私立高校生等に対し授業料以外の教育費負担を軽減

するため、奨学給付金を支給する。 

 

 

カ 私立専門学校修学支援負担金 3,396,529千円① 

子育てに希望を持つことができる社会の実現のため、多子世帯や低所得世帯の

私立専門学校生に対する高等教育の修学支援（授業料等減免）に要する経費の一

部を負担する。 
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 高齢福祉施策の推進  

施策５ 高齢者が安心して、元気に、いきいきと暮らせる社会づくり 

１ 高齢者がいきいきと暮らせる保健福祉の充実 

(1) 医療・介護の連携など地域包括ケアシステムの深化・推進 

ア 地域包括ケア推進事業費 6,380千円① 

地域包括ケアシステムを推進するため、県及び各保健福祉圏域の広域的地域ケ

ア会議の開催、在宅医療・介護連携推進事業研修会の開催、市町村への専門職派

遣、地域包括支援センターの職員等に対する研修等を行う。 

 

 

イ 生活支援コーディネーター養成研修事業費 2,783千円① 

地域における生活支援等サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進するた

め、生活支援コーディネーター等に対し研修を行うとともに、助言等を行うアド

バイザーを派遣する。 

 

 

(2) 未病改善の取組の推進及び社会参画の推進 

ア 老人クラブ活動等推進事業費 39,865千円⑤ 

高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、各種活動を総合的に実施する

組織である老人クラブ及び老人クラブ連合会の活動経費に対して補助する。 

 

 

イ 介護予防評価事業費 4,363千円① 

市町村が「介護予防事業」を効果的に実施するため、事業効果の調査分析、評

価を行うとともに、研修や市町村の介護予防機能強化のための伴走支援事業を行

う。 

 

 

ウ 高齢者社会参画・生きがいづくり支援事業費 7,957千円⑤ 

身近な地域における健康づくり活動や支え合い活動を支援するため、老人クラ

ブの運営支援を行うほか、各市町村老人クラブ連合会との連携により高齢者の健

康課題等について学ぶ「ゆめクラブ大学」を開催し、高齢者が地域支援事業の担

い手になるために必要な知識を習得する研修を行う。 

 

 

(3) 認知症とともに生きる社会づくり 

ア 認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク広域捜索システム運営費 3,055千円① 

行方不明者となった場合の早期発見につなげるため、認知症等により行方不明

の心配がある方の事前登録者情報のデータベース機能や、行方不明になった際の

捜索依頼を県内関係機関へ即時に情報共有する機能を備えたシステムの安定稼働

のため、保守・運用を行う。 

 

 

イ 認知症理解促進・普及啓発事業費 38,585千円① 

認知症に対する偏見を払拭し正しい理解を促進するため、認知症未病改善キャ

ラバンによるＰＲのほか、「かながわオレンジデー」を開催する。また、認知症
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疾患医療センターに認知症ピアサポート推進員、若年性認知症訪問支援員を配置

する。 

 

 

ウ 認知症疾患医療センター運営事業費 76,281千円② 

認知症の早期発見、早期診断及び早期対応を推進するため、科学的知見に基づ

く調査、研究を行うほか、地域における認知症疾患の医療・介護連携の強化を図

るため認知症疾患医療センターを設置し、専門的医療の提供や日常生活を継続す

るための支援を充実させる。 

 

 

エ 若年性認知症施策総合推進事業費 18,741千円① 

若年性認知症の人やその家族等からの相談及び支援に携わるコーディネーター

を配置し、若年性認知症の特性に配慮した就労継続支援、社会参加支援及び活躍

できる居場所づくり支援等を行う。 

 

 

オ 認知症施策普及・相談・支援事業費 14,156千円① 

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症コー

ルセンターにおいて介護の悩みなど認知症全般に関する相談を行うほか、かなが

わオレンジ大使（認知症本人大使）による認知症理解のための「本人発信」を支

援する。 

 

 

カ 認知症医療支援事業費 18,243千円① 

認知症の早期診断・早期対応の体制を強化するため、かかりつけ医等を対象と

して認知症対応力の向上を図るための研修を行うとともに、かかりつけ医への助

言や支援を行う認知症サポート医の養成及びフォローアップ研修を行う。また、

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修及び病院勤務以外の看護師等認

知症対応力向上研修について外部委託する。 

更に、認知症の早期診断・早期対応の体制を強化するため、指定都市が実施す

る認知症サポート医養成や病院勤務の医療機関従事者向けなどの研修事業に対し

て補助する。 

 

 

キ 認知症地域支援等研修事業費 3,485千円① 

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援するため、

市町村が設置する認知症初期集中支援チームのチーム員の養成やフォローアップ、

認知症地域支援推進員の研修を行う。 

 

 

ク 認知症介護等研修事業費［一部］ 16,349千円① 

認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、認知症介護の専門職員

を養成する研修を行う。 

 

 

ケ 高齢難聴者補聴器装用推進事業費補助 5,550千円① 

65 歳以上の加齢性難聴者における効果的かつ適正な補聴器装用を推進するため、

  ○新  
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装用訓練の受療を条件とした補聴器の購入支援を行う市町村に対して補助する。 

 

 

(4) 介護保険サービス等の適切な提供とその基盤づくり 

ア 介護給付費負担金 124,482,865千円① 

介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護保険法に基づき市町村が行う介護

給付、予防給付及び介護保険料の軽減措置並びに地域支援事業に要する経費の一

部を負担する。 

 

 

イ 介護認定調査員等研修事業費 864千円① 

要介護認定を公平、公正かつ適正に行うため、認定調査員等に対して認定業務

にかかる研修を行う。 

 

 

ウ 介護職員処遇改善加算取得促進支援事業費 34,900千円② 

介護職員の処遇改善を図るため、介護職員処遇改善加算等の取得に必要な介護

サービス事業所等の就業規則の作成・変更について専門家による相談等を行う。

また、介護職員処遇改善加算等の処遇改善計画書及び実績報告書の届出業務を外

部委託する。 

 

 

エ 低所得者利用負担対策事業費補助（社会福祉法人軽減） 37,165千円① 

介護サービスの利用促進を図るため、生計困難な低所得者が社会福祉法人によ

るサービスを利用する際の負担軽減措置を行う市町村に対して補助する。 

 

 

オ 介護保険審査会運営費 551千円① 

市町村の行政処分に不服のある被保険者の法的地位を迅速かつ簡便な手続で保

障するため、介護保険審査会の設置運営を行う。 

 

 

カ 介護保険事業者指定・指導監査事業費 120,825千円⑧ 

介護保険サービスを適切に提供するため、介護サービス事業者への適切な指

定・指導を行うとともに、保健福祉事務所における運営指導の適正な実施頻度を

確保するため、同事務所が行う運営指導の一部を業務委託する。また、介護サー

ビス利用者のサービス選択を支援するためのサービス情報の公表や、令和９年度

介護報酬改定に向けた介護保険指定機関等管理システムの改修を行う。 

 

 

キ 介護保険事業者ハラスメント対策推進事業費 28,932千円① 

介護現場の職員が安心して働ける環境を整備し、利用者に対する安定的な介護

サービスを確保するため、ハラスメントに対応するための研修や相談窓口を設置

するとともに、政令市で実施するハラスメント対策推進事業に対して補助する。 
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ク 地域密着型サービス関係研修事業費 6,220千円① 

地域密着型サービス事業所において適切なサービスを提供するため、管理者等

に対する研修を行う。 

 

 

ケ 特別養護老人ホーム整備費補助 428,859千円③ 

在宅での介護が困難な重度の要介護高齢者の介護を行う特別養護老人ホーム等

の整備費用に対して補助する。 

 

 

コ 地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助 112,807千円③ 

災害時における高齢者施設の機能を維持するため、非常用自家発電設備の整備

を行う事業者に対して補助する。 

 

 

サ 地域密着型サービス施設等整備費補助 2,282,659千円① 

市町村で提供される地域密着型サービスの強化等を図るため、小規模多機能型

居宅介護事業所や認知症高齢者グループホーム等の整備、介護職員の宿舎の整備

等に加え、土地等所有者と介護施設を開設しようとする法人等のマッチングに係

る経費に対して補助する。 

 

 

シ 高齢者施設改修費補助 361,976千円① 

入所者の自立した生活の支援を図るため、既存施設のユニット化やプライバ

シー保護のための改修、介護医療院等への転換整備費用等に対して補助する。 

 

 

ス 施設開設準備支援事業費補助 5,203,120千円① 

介護施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供できる体制の整備を

支援するため、施設の開設準備費用等に対して補助する。 

 

 

セ 定期借地権利用整備促進事業費補助 45,968千円① 

特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、定期借地権を設定した用地確保

に要する費用に対して補助する。 

 

 

ソ 軽費老人ホームサービス提供費補助 693,000千円③ 

身寄りのない高齢者や家族との同居が困難な高齢者を対象とする軽費老人ホー

ムに入居する低所得者の負担を軽減するため、サービスの提供に要する費用に対

して補助する。 

 

 

タ 民間社会福祉施設運営費補助 130,071千円③ 

自主的で柔軟な施設運営を促進するため、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

の職員雇用費のうち県の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員経費について、

利用者数等に応じて補助する。 
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チ 民間社会福祉施設整備借入償還金補助 50,367千円③ 

民間老人福祉施設の整備を促進するため、（独）福祉医療機構又は県社会福祉

協議会から施設及び設備整備に係る融資を受けた社会福祉法人の償還元金及び利

子の支払いに対して補助する。 

 

 

ツ 介護生産性向上推進事業費 27,177千円① 

介護現場の生産性向上を推進するため、取組方針の検討等を行う会議を開催す

るほか、業務改善方法など生産性向上に関連する総合相談窓口を設置する。併せ

て、介護テクノロジーの導入・活用を希望する者に対して活用方法等の伴走支援

を行う。 

 

 

(5) 市町村が行う取組の支援 

ア 高齢者保健福祉計画等推進事業費 1,107千円① 

市町村の保険者機能の強化を支援するため、国から提供されたデータを活用し

た地域分析や市町村職員を対象とした研修の実施、自立支援・重度化防止に向け

た市町村の個別支援を行う。また、第 10期介護保険事業計画策定に向けた市町村

の個別支援を行う。 

 

 

イ 介護給付適正・適切化推進特別事業費国保連補助 6,194千円① 

市町村の介護給付適正化の取組を支援するため、医療給付情報と介護給付情報

との突合等に要する費用に対して補助する。また、市町村が十分に保険者機能を

発揮できるよう支援するため、課題に応じたアドバイザーを派遣する。 
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施策６ 地域における保健・医療体制の整備 

１ 疾病対策の推進 

(1) 難治性疾患及び肝疾患対策などの推進 

ア 小児特定疾病医療援護費 609,006千円③ 

治療が長期にわたり医療費が高額となる小児慢性特定疾病について、医療費の

一部を支給する。また、長期療養している小児慢性特定疾病児童等の成長ととも

に自立を支援するため関連情報の発信を行うほか、児童が成人後も適切な医療を

受けられるよう、移行期医療支援コーディネーターを配置し、成人期への移行期

医療の支援体制を整備する。 

 

 

イ 育成医療給付費 8,703千円① 

身体に障がいのある児童の早期治療による障がいの除去、軽減を図るために要

する医療費等の一部を市町村に対して負担する。 

 

 

(2) 被爆者等援護対策の推進 

ア 原爆被爆者援護対策費 1,294,936千円① 

原子爆弾被爆者やその子どもの援護のため、医療特別手当、健康管理手当等や

医療費の支給、健康診断等を実施する。また、戦争の体験を語る「語り部」の高

齢化に対応するため、人工知能を活用した対話型のＡＩ語り部を構築する。 
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施策７ 保健・医療・福祉人材の育成・確保と働きやすい環境づくり 

１ 保健・医療・福祉人材の育成と確保・定着 

(1) 保健・医療・福祉人材の確保・定着対策の充実 

ア かながわ福祉人材センター事業費 28,727千円① 

福祉・介護人材の確保・定着を図るため、かながわ福祉人材センターにおいて、

福祉人材の就労相談･あっせん、求職者への研修及び調査研究事業等を行う。 

 

 

イ かながわ福祉人材センター機能強化事業費 80,662千円① 

かながわ福祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、専門性を活かした

きめ細かな就労マッチング支援や労働環境の整備等に向けた助言等を行う。また、

更なる介護人材を確保するため、介護職の周辺業務を行う介護助手のマッチング

及び事業所に助手活用の支援を行う介護助手普及推進員を配置する。 

 

 

ウ 介護人材確保促進事業費 51,021千円① 

サービスの質の向上を図るため、要介護度の維持・改善、人材育成、処遇改善

に成果をあげた介護サービス事業所を表彰し、更なる取組へのインセンティブと

なる奨励金（１事業所 100万円）を交付する。 

 

 

エ 介護事業経営マネジメント支援事業費 15,823千円① 

介護サービス事業所の経営改善を図るため、経営者層を対象としたセミナーの

開催や経営コンサルタント等の派遣を行うほか、働きやすい職場づくりを後押し

するため、新たに経験豊富な介護福祉士による介護技術等の出前研修等を行う。 

 

 

オ 外国人留学生介護分野受入環境整備事業費 44,335千円① 

外国人の介護業務への就労を支援するため、留学生等と介護施設とのマッチン

グ事業を行う。また、介護施設が受け入れた留学生に給付する学費や住居費等に

対して補助する。 

 

 

カ 外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助 9,279千円① 

介護施設等における外国人介護人材の受入れを支援するため、施設等が行うコ

ミュニケーションを促進する取組等に対して補助する。 

 

 

キ 介護未経験者参入促進事業費 124,620千円① 

福祉・介護人材の参入を促進するため、介護分野での就労未経験者を対象に初

任者研修等を行うとともに、介護サービス事業所等への就労までを一貫して支援

する。また、介護施設等における多様な働き方（週休３日制、柔軟な勤務形態、

副業・兼業等）導入についての機運を醸成するため、県内の介護事業所でのワー

クショップ開催や問合せに対応するためのコーディネーターを増員するとともに、

広報の強化を行う。 
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ク 社会福祉施設職員退職手当共済費補助 1,663,889千円① 

社会福祉事業における人材の確保・定着を図るため、社会福祉施設職員等退職

手当共済法に基づき、退職手当金の支給財源として、（独）福祉医療機構に対し

て補助する。 

 

 

ケ 喀痰吸引等研修支援事業費 5,786千円① 

たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員を確保するため、実地研修の受入先

に対し協力金を支給する。 

 

 

コ 喀痰吸引等研修事業費 18,794千円① 

たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員等を養成するため、喀痰吸引等研修

や研修の指導に当たる看護職員に対する伝達講習を行う。 

 

 

(2) 保健・医療・福祉現任者教育の充実と専門性の向上 

ア 介護職等資質向上研修事業費 19,360千円① 

地域包括ケアシステムの中核を担う介護支援専門員の資質向上を図るため、多

職種連携に関する研修を行う。また、職員が円滑に職務に取り組むことができる

よう介護事業所に就労した介護職員を対象とした交流会を開催するほか、新採用

職員指導者（メンター又はエルダー）制度の導入を支援する。 

 

 

イ 介護支援専門員法定研修負担軽減事業費 34,331千円① 

介護支援専門員の確保・定着を推進するため、介護支援専門員として従事する

ために必要となる法定研修の受講料に対し１万円を支援する。 
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 共生社会実現への取組  

施策８ 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例 

～ともに生きる社会を目指して～ に基づく取組の実践 

１ すべての人の「いのち」を大切にする取組 

ア 当事者目線の障がい福祉地域相談窓口設置等事業費 8,606千円① 

障がいを理由とする差別の解消に向け地域で相談できる体制を構築するととも

に、差別に関する紛争解決のため、あっせん等の調整を行う第三者機関を運営す

る。 

 

 

イ 意思決定支援普及・定着事業費 19,373千円① 

意思決定支援の普及・定着のため、県内障害者支援施設に対して専門家の派遣、

障害福祉サービス等の従事者に対する研修、実践報告会の開催などを実施する。 

 

 

２ 誰もがその人らしく暮らすことのできる社会の実現 

(1) 障害福祉サービス等の提供に係る体制の整備 

ア 障害児等移行促進事業費 1,920千円① 

障害児入所施設に入所する障がい児者の成人サービス移行を促進するため、本

人の希望と体験利用先をマッチングする会議を設置する。 

 

 

イ 障害児等成人サービス移行支援モデル事業費 1,353千円① 

障害児入所施設に入所する障がい児者の意思を踏まえた成人サービス移行を促

進するため、その実現に向けた助言等を行うアドバイザーを派遣する。 

 

 

ウ 障害児支援体制拡充事業費 654千円③ 

現在の地域資源では家庭的な環境での養育が難しいといった課題がある障がい

児分野において、外部有識者等による検討会結果を受け、障害児養育に係る里親

向けの研修を実施する。 

 

 

エ 医療的ケア児等コーディネーター研修事業費 2,230千円② 

医療的ケアを要する障がい児等の支援人材を養成するため、支援の総合調整を

担うコーディネーターの養成研修を実施する。 

 

 

オ 医療的ケア児支援センター運営事業費 16,812千円① 

かながわ医療的ケア児支援センターを県庁内に設置し、医療的ケア児の保護者

等からの様々な悩み、相談に対応する。 

 

 

カ 医療的ケア児地域相談窓口設置事業費 12,240千円② 

地域における医療的ケア児等からの相談に対応するため、かながわ医療的ケア
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児支援センターの地域相談窓口（ブランチ）を設置する。 

 

 

キ 医療的ケア児者歯科人材養成事業費 4,000千円② 

医療的ケア児・者の歯科受診の機会を確保し、口腔機能の維持及び生活の質の

向上を図るため、在宅の医療的ケア児・者への歯科診療に対応できる歯科人材

（歯科医師、歯科衛生士等）の養成研修等を実施する。 

 

 

ク 医療的ケア児等支援者養成事業費 1,600千円② 

地域の現場職員における医療的ケアへの理解を深め、保育園や障害福祉サービ

ス事業所等における医療的ケア児の受入を促進するため、医療的ケア児等支援者

養成研修を実施する。 

 

 

ケ かながわ地域生活移行推進人材養成事業費 25,769千円③ 

地域生活移行を担う人材を育成するため、入所者の地域生活移行を推進する県

独自の研修を実施するとともに、人材を配置した障害者支援施設に対して配置加

算を行う。 

 

 

コ 地域生活移行チャレンジ事業費補助 4,889千円③ 

民間障害者支援施設からの地域生活移行を促進するため、県独自の研修を受講

した専門人材と連携して地域生活移行に取り組むグループホーム等に対して補助

を行う。 

 

 

サ 地域生活移行推進民間提案事業費 27,950千円③ 

障害者支援施設などの地域生活移行の取組を促進するため、障がい保健福祉圏

域を単位に民間法人から地域生活移行に資する提案事業を募集し、採択した提案

事業に補助する。 

 

 

シ 地域生活移行推進体制確保事業費補助 6,786千円③ 

民間障害者支援施設から安心して地域生活移行を選択できるようにするため、

新たな生活になじめなかった場合に備え、空床を確保した障害者支援施設に対し

て補助する。 

 

 

ス 障害児者医療アクセス向上推進費 25,147千円⑧  

知的障がい児・者に対して必要な時に適切な医療を提供するため、障害者支援

施設と実証事業を実施する。 

 

 

セ 重症心身障害児者等支援体制整備事業費 5,279千円⑧ 

重症心身障がい者等の特性を理解した専門性の高い支援人材を養成するため、

グループホーム等に従事する看護師を養成する研修を実施する。また、重症心身

障がい者等のグループホームの運営に関心のある法人向けのセミナーを行う。 
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ソ 障害者緊急受入体制強化事業費 16,950千円⑧ 

地域生活の継続が困難となった障がい者の緊急受入に対応するため、モデル地

域における施設・事業所間連携強化の支援等を行う。また、市町村の緊急対応能

力を高めるため、市町村職員の緊急対応力向上に向けた研修等を行う。 

 

 

タ 強度行動障害地域支援体制整備事業費 11,418千円⑧ 

強度行動障害のある方への支援体制の強化のため、中核的人材の養成及びフォ

ローアップ研修を行う。また、円滑な支援の実施及び広域的支援人材の育成のた

め、広域的支援人材がチームとなり実施する集中的支援の活動に対して補助する。 

 

 

チ 強度行動障害者対応特化型重度訪問介護事業所設置支援事業費補助 

3,210千円③ 

強度行動障害のある方の地域生活移行の推進や安定した地域生活を支える資源

の底上げ、充実を図るため、強度行動障害のある方を対象とする重度訪問介護事

業所の設置を支援する。 

 

 

ツ 福祉研究基盤構築検討調査費 6,400千円⑧ 

「科学的な福祉の研究」の更なる発展や社会システムへの反映につなげるため、

研究データやその成果を共通の枠組みで横断的に蓄積する研究基盤の構築と他の

研究機関や民間事業所との連携に向けた制度設計等の調査を行う。 

 

 

テ 障害福祉サービス費等負担金  54,376,543千円① 

障がい者の日常生活又は社会生活を支援するため、居宅介護や生活介護等の介

護給付、共同生活援助や就労継続支援等の訓練等給付に要する経費の一部を市町

村に対して負担する。 

 

 

ト 障害者自立支援医療費負担金（更生医療） 2,752,092千円① 

身体障がい者の障がいを軽減して日常生活能力、職業能力を回復、改善するた

めに必要な医療費等の支給に要する経費の一部を、市町村に対して負担する。 

 

 

ナ 障害者自立支援医療費負担金（精神通院医療） 6,795,980千円② 

精神障がい者の自立と社会参加を促進するため、外来医療に係る医療費の一部

を負担する。 

 

 

ニ 障害者療養介護医療費負担金 189,706千円① 

障がい者の医療費負担額の軽減を図るため、病院等に入院する常時介護を要す

る障がい者が医学的管理のもとで介護等のサービスの提供を受ける療養介護のう

ち、医療に係る支給に要する経費の一部を市町村に対して負担する。 

 

  ○新  

  ○新  

  ○新  

  ○新  
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ヌ 障害者補装具購入等負担金 513,258千円① 

障がい児・者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保を図るため、身体障が

い児・者の失われた機能を補完又は代替するための補装具の購入等に要する経費

の一部を市町村に対して負担する。 

 

 

ネ 相談支援給付費等負担金 722,592千円① 

障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用を図るため、サービス等利

用計画作成経費や施設入所者の地域生活への移行、定着を支援する地域移行支援

及び地域定着支援に要する経費の一部を市町村に対して負担する。 

 

 

ノ 障害児通所給付費負担金 20,019,356千円① 

通所による障がい児の日常生活における基本動作の習得や集団生活への適応訓

練等を支援するため、児童発達支援や放課後等に生活能力の向上訓練等を行う放

課後等デイサービス及び障害児相談支援等に要する経費の一部を市町村に対して

負担する。 

 

 

ハ 市町村重度訪問介護等支援事業費補助 410,363千円⑧ 

重度訪問介護等の訪問系サービスに係る介護給付費等において、国庫負担基準

額を超えて負担している市町村（政令市、中核市及び人口 30万人以上の市町村を

除く）に対して補助する。 

 

 

ヒ 障害福祉施設消防用設備整備費補助 16,596千円③ 

グループホームにおいて火災が発生した際の甚大な被害を防ぐため、介助がな

ければ避難できない者が入所するグループホームに対し、スプリンクラー等の整

備に要する経費を補助する。 

 

 

(2) 障害福祉サービス等に従事する者の確保及び質の向上 

ア 相談支援体制拡充強化事業費 5,474千円① 

障がい者の地域生活を支える相談支援事業所の開設等を促進するため、開設を

検討する法人等を対象としたセミナーを開催するとともに相談支援事業所の開設

等に向けたサポートデスクを開設し、フォローアップを行う。 

 

 

イ 喀痰吸引等研修事業費［再掲］ 18,794千円① 

 

 

ウ 高次脳機能障害支援者養成事業費 5,000千円①   

高次脳機能障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現するため、高次脳機

能障がいの障がい特性を理解し、その特性に応じた専門性の高い支援を実施でき

る支援者を養成する。 
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エ 重度重複障害者等支援看護師養成研修事業費 8,669千円② 

障がい者の医療環境等の充実を図るため、重症心身障害児者施設等の看護師に

対する専門研修を行うとともに、看護学生や看護師等を対象に、福祉現場におけ

る看護に関する普及啓発研修を行う。 

 

 

オ 外国人介護人材受入促進事業費補助 3,340千円① 

障害福祉施設等における外国人介護人材の受入れを支援するため、受入環境の

整備に係る取組や人材確保に係る取組に対して補助する。 

 

 

カ 地域生活チャレンジサポート事業費 37,368千円① 

地域生活移行にチャレンジする障がい者を支える福祉人材を確保するため、大

学生や他業種からの転職希望者、元気高齢者等に対して、それぞれの属性に応じ

た各種支援を行う。 

 

 

キ 障害福祉魅力度アップ事業費 19,682千円① 

若者を中心に障がい福祉分野を目指す人材のすそ野を拡大するため、障がい福

祉を支える人や職場の魅力づくりを進めるとともに、広く県民に対して障がい福

祉の魅力を発信するほか、民間企業等の高年齢退職予定者に就労の働きかけを行

うことで障がい福祉分野の人材不足を解消する。 

 

 

(3) 地域で生活する障がい児・者を支える社会環境の整備 

ア 重度障害者医療給付事業費補助 7,217,158千円① 

重度障がい者の健康の保持及び増進を図るため、重度障がい者の医療費助成を

行う市町村に対して補助する。 

 

 

イ 障害者地域生活支援事業費補助 2,043,055千円① 

障がい者の自立した生活を支援するため、ストーマ装具等を支給する日常生活

用具給付等事業や外出時に付き添い等の支援を行う移動支援事業等の地域生活支

援事業を実施する市町村に対して補助する。 

 

 

ウ 障害者地域生活支援事業費 250,847千円⑧ 

障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援するた

め、発達障害者支援事業や盲ろう者向けの通訳・介助員派遣事業を拡充するなど、

専門性の高い相談支援事業や広域的な対応が必要な事業等を行う。 

 

 

エ 障害者地域生活支援関連事業費補助 590,455千円② 

地域の実情に応じた障がい者の地域生活支援を推進するため、障害者歯科診療

体制の整備に関する補助を拡充するとともに地域活動支援センターの事業に対す

る補助等を継続し、市町村（政令市を除く）が実施する障がい者の地域生活支援

一部○新  

一部○新  
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関連事業に対して補助する。 

 

 

オ 在宅重度障害者等手当支給費 642,673千円① 

障がい者の福祉増進を図るため、在宅の重度障がい者等に対し手当を支給する。 

 

 

カ 医療型短期入所事業所開設促進事業費 6,730千円③ 

重症心身障がい児・者等が在宅で安心した生活を送ることができるよう支援す

るため、医療機関や介護老人保健施設による医療型短期入所事業所の開設支援を

行う。 

 

 

キ 障害児施設等措置費 1,220,858千円③ 

県が児童福祉法に基づく措置を取り指定障害児入所施設に入所させた児童につ

いて、入所後の保護養育及び医療に要する経費を負担する。 

 

 

ク 障害児入所給付費 319,410千円③ 

障がい児の福祉増進を図るため、指定障害児入所施設等に入所する児童に係る

医療費等費用の一部を支給する。 

 

 

ケ 障害児等メディカルショートステイ運営事業費 31,915千円② 

在宅の重症心身障がい児・者とその家族が安心して生活できるよう支援するた

め、不足しているレスパイト等の受け皿を医療機関への委託により確保する。 

 

 

コ 障がい者ピアサポート研修事業費 20,332千円① 

自らの障がいや疾病の経験を活かし他の障がい者の支援を行うピアサポーター

及びピアサポーターの活用方法等を理解した障害福祉サービス事業所等の管理者

等を養成する。 

 

 

サ 精神障がい者地域移行支援強化事業費 21,402千円② 

精神科病院に入院している精神障がい者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の

意向に即して充実した生活を送ることができるよう、関係機関による連携の下、

精神障がい当事者の力を活用した退院意欲の喚起や地域移行支援等のサービス利

用者を積極的に増やす取組を行う。 

 

 

シ 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助（障がい児分） 115,338千円① 

障がい児支援の一層の普及促進を図るため、発達障がい等の知識を有する専門

員の保育所等の巡回支援や医療的ケア児等コーディネーターの配置など、地域に

おける障がい児支援の質の向上及び医療的ケア児等へ切れ目ない支援を行う市町

村に対して補助する。 
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ス 芹が谷やまゆり園整備維持管理費 23,293千円⑧ 

利用者が安心して安全に生活できる場所を確保するため、芹が谷やまゆり園の

維持管理等を行う。 

 

 

(4) 県立障害福祉施設における取組 

ア 障害当事者県立施設巡回事業費 3,200千円⑧ 

当事者の意見を施設運営に反映するため、障がい当事者が施設を巡回し、職員

や利用者との意見交換を行う。 

 

 

イ 当事者目線の障害福祉推進事業費 40,321千円⑧ 

利用者の地域生活移行に向けて、民間事業所が日中活動支援、重度訪問介護等

のサービスを提供した際にかかる費用等を補助する。 

 

 

ウ 県立障害福祉施設利用者移行促進事業費補助 38,050千円⑧ 

利用者のグループホームへの地域生活移行を支援するため、受入体制の整備に

係る人件費及び環境整備費等をグループホームに対して補助する。 

 

 

(5) 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構の設立（福祉機構交付金） 

ア 当事者目線による地域生活支援の実践 437,729千円⑧ 

障がい者一人ひとりの豊かな暮らしを実現するため、共感に基づくチームでの

利用者支援、健康管理、日中活動の充実及び地域生活移行に取り組む。また、地

域とつながりをつくる連携の実践や、本人やその家族の望みに寄り添う相談支援

の実践に取り組む。 

 

 

イ 科学的な福祉の研究に基づく当事者目線の推進 172,313千円⑧ 

当事者が自ら自分の人生を振り返り、支援者と一緒により良い暮らしを考える

「当事者研究」という手法を活用し、先進的な技術等により、当事者の心身状態

の見える化や支援の効果検証に取り組む。 

 

 

ウ 当事者目線の支援を実践する人材育成及び地域共生社会の実現に向けた 

普及啓発                          33,065千円⑧ 

科学的根拠に基づく当事者目線の支援を実践できる人材を育成するため、研修

会の開催や、実習生の受入等を行う。また、シンポジウムの開催等を通じて福祉

機構の取組や成果を発信し、地域における障がい者に対する理解等を促進する。 

 

 

エ 福祉機構の運営費等 2,440,019千円⑧ 

※ア～エ（計 3,083,126 千円）は運営費交付金として福祉機構に一体交付する。 
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３ 社会参加への支援、偏見や差別を排除する取組 

(1) 社会参加を推進する環境づくり 

ア 障害福祉施設指定管理費 2,156,640千円⑧ 

ライトセンター、聴覚障害者福祉センター、津久井やまゆり園、芹が谷やまゆ

り園、愛名やまゆり園、厚木精華園、三浦しらとり園にかかる施設の管理運営を

行う。 

 

 

イ 聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業費 13,334千円① 

聴覚障がいのある乳幼児及び児童の手話言語獲得を支援するため、乳幼児・児

童及び保護者を対象に、絵本の読み聞かせや手話遊びなど、大人のろう者とふれ

あう手話交流会等を開催する。 

 

 

ウ 手話言語普及推進事業費 13,989千円① 

ろう者とろう者以外の者の相互理解を深めるため、手話講習会や手話普及推進

イベント、県出先機関等での遠隔手話通訳サービス等を行う。また、県民の盲ろ

う者に対する理解促進を図るため、新たに普及啓発用の広報媒体を作成する。 

 

 

エ 地域生活定着支援事業費 42,305千円① 

罪を犯した者で高齢又は障がいにより福祉的な支援が必要な者等に対し、矯正

施設退所後や刑事収容施設釈放後に円滑に福祉サービスを受けられるよう、地域

生活定着支援センターにおいて地域生活への移行支援や自立促進を図る。 

 

 

オ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助 2,965千円③ 

障害者総合支援法による補聴器支給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言

語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費用を助

成する市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助する。 

 

 

(2) 就労・雇用、多様な働き方、経済的自立に対する支援  

ア 障害者就業・生活支援センター事業費 59,784千円① 

障がい者の職業生活における自立を図るため、就職や職場への定着が困難な障

がい者及び就業経験のない障がい者に対し、障害者就業・生活支援センターが障

がい者の家庭や職場の訪問等により、就業、日常生活及び社会生活上の支援を行

う。 

 

 

イ 障害者就業・生活支援センター支援力強化事業費 58,896千円① 

精神障がい者の障がい特性に対応できる高い専門性を持った職員を新たに配置

することで、増加する精神障がい者への相談支援体制を整備する。 

 

 

ウ 障がい者就労アセスメント理解促進事業費 3,230千円① 

障がい者一人ひとりの特性を踏まえた就労支援を推進するため、企業等を対象

一部○新  
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として、実際の就労アセスメントの方法や支援に活用されるツールなどを学ぶセ

ミナーを開催する。 

 

 

エ 障がい者就労相談基盤整備事業費 126,435千円⑧ 

障がい者が日常的に相談している地域の相談窓口で、就労についても相談支援

を受けられる体制を構築するため、市町村（政令市・中核市を除く）が行う就労

相談員の配置に対して補助する。併せて、市町村が配置した就労相談員や圏域内

就労支援機関等をバックアップする役割を担うため、各障害保健福祉圏域に設置

している障害者就業・生活支援センターの体制を強化する。 

 

 

オ 就労系サービス提供基盤強化事業費 14,695千円① 

障がい者の工賃と働きがいの向上を図るため、障害福祉サービス事業所の自主

商品の開発力強化や販路拡大等を民間と連携して取り組む。 

 

 

４ ともに生きる社会実現に向けた県民総ぐるみの取組 

ア ともに生きる社会実現推進事業費 40,735千円① 

「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及と憲章が目指す共生社会の実

現に向けて、企業・団体等と連携した憲章ＰＲ活動や県内各地の地域イベントで

の啓発活動を行う。 

 

 

イ 障害者理解促進事業費 6,461千円① 

障がいに対する理解を促進するため、内部障がい等の方を対象としたヘルプ

マークの普及啓発や企業等における心のバリアフリー推進員の養成等を行う。 

 

 

ウ 当事者目線の障害福祉普及啓発事業費 4,882千円① 

当事者の活動に関する県民の理解を深め、障がい者主体の活動に取り組む団体

の支援や活動内容の発信等を行う。 

 

 

エ 共生の場の創出事業費 4,940千円① 

障がいに対する理解促進を図るため、誰もが気軽に参加できる共生社会を体感

するイベント等を実施するほか、県の取組に賛同し、各種イベントを支える「と

もいきボランティア」を運営する。 

 

 

オ 都市型ユニバーサル農園推進事業費 9,639千円① 

農福連携を通じた共生社会への意識を高めていくため、障がい者や高齢者等、

社会参加に不安がある多様な方が参加できるユニバーサル農園（農業体験農園）

を開設し、その有効性について研究・分析する。 
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カ 障がい者文化芸術普及支援事業費 28,424千円① 

障がい者のアート作品（ともいきアート）の魅力を広く発信し、多くの方がと

もいきアートに触れる機会を創出するため、公募展を開催する。また、神奈川県

障がい者芸術文化活動支援センターを運営する。 

 

 

５ 津久井やまゆり園事件発生から10年を受けた「ともいき」社会実現に向けた取組 

ア 津久井やまゆり園風化対策推進事業費 24,895千円① 

津久井やまゆり園事件発生から 10年の節目に当たり、事件を風化させることの

ないよう、津久井やまゆり園事件の追悼行事を開催するなど、園を中心とした取

組を広く発信する。 

 

 

イ ともいき拠点化推進事業費 53,710千円① 

県において、週 10時間未満の短時間による障がい者の雇用を開始する。また、

「当事者チーム」を作り、当事者の目線を活かした施策を行う。さらに、庁内に

アクアポニックスを活用した農福連携事業を立ち上げ、障がい者が主体となって

運営するほか、津久井やまゆり園において園の利用者と希望する市民とのマッチ

ングを行い、ともに過ごす経験を重ねながら家族的な関係を築く交流事業を実施

する。 
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施策９ ＤＶ・ストーカー被害者など困難な問題を抱える女性等への支援 

１ ＤＶ・ストーカー被害対策の強化 

ア ＤＶ・ストーカー被害者支援周知広報事業費 37,643千円① 

ＤＶ・ストーカー被害者だけでなく、被害者の周りにいて支えてくれる人や被

害者支援の担い手になり得る人材に向け、ＳＮＳ等を活用し、相談窓口や支援情

報の周知広報を強化する。 

 

 

イ ＤＶ・ストーカー被害相談支援センター事業費 29,796千円① 

ＤＶ・ストーカー被害者からの相談に対して支援機関や警察等と連携したワン

ストップ支援を行う「ＤＶ・ストーカー被害相談支援センター」を設置し、切れ

目のない被害者支援を実施する。 

 

 

ウ ＤＶ・ストーカー被害者弁護士支援事業費 4,992千円① 

ＤＶ・ストーカー被害者やその家族が抱える事案の法的整理を行い、被害者の

訴えを的確に警察等に伝えるため、弁護士による相談支援や警察又は行政の窓口

等への同行支援を行う。 

 

 

エ 女性等支援システム事業費 31,624千円① 

「ＤＶ・ストーカー被害相談支援センター」と県保健福祉事務所等における相

談支援の記録・管理や情報連携を円滑に行うため、情報管理・連携のシステムを

モデル的に構築し、本格導入に向けた検証を行う。 

 

 

オ 女性相談支援員設置促進補助事業費 33,666千円⑧ 

身近な地域で「伴走型支援」が実施できる相談支援体制を全県で充実し、女性

相談支援員の配置を促進するため、常勤換算１人分を超える配置費用の市の負担

分の一部を補助する。 

 

 

カ 緊急一時保護事業費 3,494千円① 

シェルターへの入所に迷いがある方の意思決定の時間と安全を確保するため、

一時的な緊急避難先を提供するとともに、緊急通報装置の貸出等を行う。 

 

 

キ 民間委託シェルター加算受入促進事業費 17,239千円① 

ＤＶ・ストーカー被害者等の一時保護を受託する民間シェルターについて、委

託費に賃料や、夜間支援・心理的ケア等を行う人員体制確保に係る費用を加える

ことで、民間団体の安定した運営を支援するとともに、被害者の安全確保を行う

シェルターを増やし、一時保護体制の充実・強化を図る。 

 

 

ク ＤＶ・ストーカー加害者対応研究事業費 5,952千円① 

ＤＶ・ストーカー加害者への対応方法やアプローチ方法について、学識者、医

療機関、支援関係機関等による研究会を立ち上げ、調査研究を実施するなど、課
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題を整理し、対応策を検討する。 

 

 

２ 困難な問題を抱える女性等への支援 

ア 困難女性通所型支援等かながわモデル事業費 71,625千円① 

困難な問題を抱える女性が地域で生活しながら切れ目ない支援を受けられるよ

う、通所型支援を実施する。また、民間団体と連携し、女性支援を担う人材を発

掘するため、人材養成講座を実施するほか、シンポジウム開催等による情報発信

を行う。 

 

 

イ 困難女性自立支援事業費 46,897千円① 

困難な問題を抱える女性が、スマートフォンの利用や通勤を継続するなど、社

会とのつながりを持ちながら自立を目指すため、支援施設を設置し、女性の意思

を尊重しながら、きめ細やかな支援を実施する。 

 

 

ウ 困難女性支援団体補助事業費 40,418千円① 

困難な問題を抱える女性を早期に発見し、地域での自立・定着まで切れ目なく

継続的に支援するため、アウトリーチからの相談対応、居場所の確保、ステップ

ハウス、アフターケア等に対して補助する。 

 

 

エ 困難女性つながりサポート事業費 41,455千円① 

複合的な困難な問題を抱える女性に対応するため、民間支援団体の知見を活用

し、困難を抱える女性の早期発見から相談、専門相談窓口への付き添い等、課題

解決に向けて寄り添った支援を実施する。 

 

 

オ 困難な問題を抱える女性等支援事業費 53,533千円① 

困難な問題を抱える女性及び配偶者等からの暴力被害者等に対する支援体制の

充実を図るため、一時保護の委託や同伴児童への支援、医学的・心理学的ケア等

を実施する。 

 

 

カ 配偶者暴力被害者等支援事業費補助 31,963千円① 

配偶者等からの暴力被害者の自立を支援するため、民間団体が行う先進的な取

組に対して補助する。 

 

 

キ ＳＮＳ・ＤＶ相談事業費 28,371千円① 

ＤＶ・デートＤＶ及びストーカー被害に悩む方が相談しやすい環境を整備する

ため、ＳＮＳを活用した相談を実施する。 

 

 

ク 女性自立支援施設運営費 170,167千円① 

ＤＶ被害や家庭の状況・生活の困窮などにより日常生活又は社会生活を営む上
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で様々な困難な問題を抱える女性を支援するため、女性自立支援施設で保護及び

自立支援を実施する。 

 

 

ケ かながわ男女共同参画センター相談事業費 58,394千円① 

県の「配偶者暴力相談支援センター」として、ＤＶ相談（電話・面接・専門相

談など）、ＤＶ啓発事業等を実施する。 
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施策10 人権施策及びジェンダー平等の実現に向けた取組の推進 

１ 人権政策の総合的な推進 

(1) 人権教育と人権啓発の推進 

ア 人権啓発事業費 30,000千円② 

人権問題に対する県民の理解と認識を深めるため、人権啓発イベントなどの開

催や啓発資料の作成・配布など幅広い人権啓発活動を行う。 

 

 

(2) 人権尊重の視点に立った行政の推進 

ア 人権施策推進費 7,247千円① 

人権がすべての人に保障される地域社会づくりを目指して策定した「かながわ

人権施策推進指針」に基づき、人権施策の総合的な企画、調整を行うほか、性的

マイノリティの当事者支援事業やヘイトスピーチ対策事業等を実施する。 

 

 

イ ＳＮＳ・性的マイノリティ相談事業費 13,332千円① 

県内の性的マイノリティ(当事者の家族や関係者含む。)の方への相談対応、適

切な関係機関へのつなぎ等の支援を行うため、ＳＮＳを活用した相談を実施する。 

 

 

ウ ともいきスマートネットプロジェクト事業費 24,610千円① 

インターネット上の誹謗中傷に対し、ＤＸによりモニタリングを強化するとと

もに、差別的な投稿がしづらい環境づくりのための広報を行う。また、削除要請

や開示請求に関する弁護士相談支援を行う。 

 

 

２ ジェンダー平等の実現 

(1) ジェンダー平等の実現に向けた教育促進や意識啓発等 

ア 男女共同参画実践事業費 7,373千円① 

男女共同参画センターにおいて、市町村等と連携した意識啓発事業や情報発信

を実施する。また、県内企業等のジェンダー平等推進を始めとするダイバーシ

ティ＆インクルージョンを推進するため会議や啓発講座を行うほか、男性が家

事・育児に参画しやすい職場環境をつくるため、企業等の経営層向けセミナー等

を実施する。 

 

イ 男女共同参画施策推進費 6,376千円① 

ジェンダー平等の実現を目指す「かながわ男女共同参画推進プラン」を着実に

推進する。 
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 生活困窮者等への支援  

施策11 生活困窮者支援の推進 

１ 孤独・孤立や生きづらさに悩む方への支援 

(1) 孤独・孤立に陥っている方への支援 

ア つながりプランニング事業 6,974千円① 

企業・市町村等による孤独・孤立対策の取組が広がることを目的として、つな

がりづくりのための講座の開催や各主体の実践に向けた支援を行う。 

 

 

イ 単身高齢者孤独・孤立対策事業費 6,871千円① 

単身高齢者の孤独・孤立対策として、地域社会のつながりを創出する人材育成

を行うとともに、関係機関と孤独・孤立に悩む高齢者の状況の共有や支援策の検

討等を行う協議会を設置し、市町村域や生活圏域を越えたつながりを広域的に支

援する。 

 

 

ウ 孤独・孤立対策地域づくり推進事業費 3,430千円① 

孤独・孤立の未病改善を図るため、居場所や緩やかなつながりの場を運営する

人材の育成のほか、地域の居場所のマップ化を行う。 

 

 

エ 生活困窮者の新生活応援モデル事業費 3,156千円① 

生活困窮者支援として、住居を失い深夜営業店舗で寝泊まりする者等に対して、

生活基盤を確保するための家具家電等の購入支援（購入費補助、クレジットの利

子補給）を行う。 

 

 

オ 県庁版就労訓練事業費 500千円① 

ひきこもり等で一般就労が困難な者に対する県庁での就労体験等を行う。 

 

 

カ 生活困窮者情報発信・啓発事業費 2,858千円⑧ 

生活困窮者に支援情報を届けるため、ポータルサイト「さぽなびかながわ」の

運営、地域のコミュニティでの出前講座等を行う。 

 

 

(2) 深刻な課題を抱える子ども・若者への支援 

ア 子ども・若者未来応援推進事業費 3,000千円① 

進学や就職に困難を抱える若者たちを応援するため、ＮＰＯ法人が行う進学等

を応援する活動に対して補助する。 

 

 

イ ケアラー支援事業費 48,127千円① 

ケアラーを支援するため、相談窓口（電話・ＳＮＳ）や支援専門員を設置する

ほか、居場所づくりを行う団体等に対し補助する。 
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ウ ヤングケアラー支援事業費 5,993千円① 

「かながわヤングケアラー等相談ＬＩＮＥ」等、ヤングケアラーに対する相談

体制について、インターネット広告及び広報用カードの学校等での配布を行うこ

とで事業の認知度の向上を図り、相談件数の増加を目指す。 
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施策12 ともに生き支えあう地域社会づくり 

１ ともに生き支えあう社会をめざす地域福祉の推進 

(1) 福祉コミュニティづくりを担う人材の育成・定着 

ア 民生委員児童委員活動推進事業費 270,919千円③ 

民生委員・児童委員の活動の推進と資質の向上を図るため、民生委員・児童委

員の活動費を負担するほか、神奈川県民生委員児童委員協議会の活動に対して補

助する。 

 

 

イ 民生委員担い手確保事業費 2,250千円① 

民生委員の担い手が不足する中、民生委員活動への理解を促進し新たな候補者

の発掘につなげるため、担い手となることが期待される中高年層をターゲットと

したＰＲ動画を作成し、インターネット等で周知する。 

 

 

(2) 個人の尊厳を支える権利擁護のしくみづくり 

ア 権利擁護推進事業費補助 167,214千円① 

判断能力が十分でない高齢者や障がい者等の権利擁護を推進するための福祉

サービス利用に関する援助や日常的な金銭管理の支援のほか、新たに頼れる身寄

りのない高齢者の見守りと入院・入所等の手続や死後事務の支援を行う日常生活

自立支援事業に対して補助する。また、福祉サービス利用者の権利擁護を推進す

るため、福祉サービスへの苦情に対する相談・助言・あっせん等を行う苦情解決

事業に対して補助する。 

 

 

イ 権利擁護推進事業費（医療介護基金） 92,144千円① 

成年後見制度の第三者後見の担い手を育成するため、法人後見担当者の人材育

成等を行う。また、市町村が行う市民後見人の人材育成、活動支援に対して補助

する。 

 

 

ウ かながわ成年後見推進センター事業費 22,896千円① 

判断能力が十分でない高齢者や障がい者等の権利擁護を推進するため、成年後

見制度の相談や法人後見の支援等を行うかながわ成年後見推進センターを運営す

る。 

 

 

エ 身寄りのない高齢者に対する相談支援体制整備事業費 1,600千円① 

頼れる身寄りがいない高齢者の不安を解消するため、相談支援体制の強化を図

るための支援担当職員向け研修や、県民に対する終活や生活支援等に係る情報発

信を行う。 

 

 

(3) バリアフリーの街づくりと心のバリアフリーの推進 

ア みんなのバリアフリー街づくり推進事業費 3,978千円① 

バリアフリーの街づくりの取組を推進するため、「神奈川県バリアフリー街づ

くり推進県民会議」を通じた普及啓発事業等を行う。また、カラーバリアフリー
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に係る相談事業の実施や既存施設のバリアフリー化を支援するためのアドバイ

ザー派遣等を行う。 

 

 

(4) 生活を支える福祉の充実 

ア 戦没者追悼事業費 14,383千円① 

神奈川県戦没者追悼式のほか、南方諸地域戦没者追悼式等、先の大戦での戦没

者、戦災死者の追悼式等を行い、慰霊し、平和を祈念するとともに、戦争の記憶

の継承を図る。 

 

 

イ 中国残留邦人生活支援給付費 8,936千円⑥ 

町村部の永住帰国した中国残留邦人等とその配偶者で世帯収入が一定の基準に

満たない者に対して、老後の生活安定のため、生活支援給付や医療支援給付等を

行う。 

 

 

ウ 生活困窮者自立促進支援事業費 101,538千円⑥ 

生活困窮者等の自立の促進を図るため、自立相談支援機関の相談支援員が生活

困窮者から相談を受け、就労等による自立に向けた支援を行う。また、社会資源

の広域的な開拓や市域を越えたネットワークづくり等を行う。 

 

 

エ ワンストップ支援推進事業費 9,205千円① 

生活困窮者の相談をワンストップで受け止めるため、年末年始の閉庁期間中の

巡回相談、相談支援員の研修等を行うことにより、相談から就労等までの寄り

添った支援を推進する。 

 

 

オ 住居確保給付金支給費 6,000千円⑥ 

離職又は休業等により、経済的に困窮し住居を失うおそれがある方に住居と就

労の機会を確保するため、家賃相当分の給付金を一定期間支給するとともに、家

賃の低廉な住宅への転居のための初期費用を補助する。 

 

 

カ 生活困窮世帯の子どもの健全育成事業費 44,006千円⑥ 

生活困窮世帯の子どもの健全育成のため、子ども支援員による家庭訪問、家庭

学習を補完する学習の場や安心して過ごせる居場所を運営する。また、寄附財源

を活用し、自然活動や文化芸術活動などの体験活動を行う機会を提供する。 

 

 

キ 被保護者就労支援事業費 27,733千円⑥ 

就労による経済的自立を支援するため、保健福祉事務所に就労支援員を配置し、

生活保護受給者に対する就労意欲の喚起のための面接指導、公共職業安定所への

同行訪問、就労後の職場定着に向けた相談等を行う。 
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ク 自立支援プログラム策定実施事業費 26,877千円⑥ 

生活保護受給者の経済的、社会的、日常生活の面での自立を支援するため、保

健福祉事務所において社会貢献活動や中間的就労の機会を提供するなど、一人ひ

とりの生活保護受給者にとって必要な支援を行う。 

 

 

ケ 生活保護適正実施事業費 139,442千円⑥ 

生活保護制度の適正な運営を図るため、生活保護の認定事務に係る各種調査の

充実、医療扶助の診療報酬明細書の点検等を行う。また、平成 25年から実施した

生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応としての支給事務を行う。 

 

 

コ 生活福祉資金貸付事業費等補助 75,684千円① 

低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯の経済的な自立や在宅福祉等の促進

を図るため、県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事業に対して補助する。 

 

 

サ 生活保護扶助費 8,913,972千円③ 

健康で文化的な最低限度の生活を保障し県民生活の安心を支えるため、県所管域

の生活困窮者に対して生活保護法に基づき扶助費を支給する。また、平成 25年から

実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応としての支給を行う。 

 

 

シ 生活保護給付金 8,887千円⑥ 

生活保護受給者及びその世帯の子どもの自立を促進するため、安定した職業に

就いたこと等により保護の必要がなくなった者、生活保護世帯の子どもで大学等

に進学する者または就職する者に対して給付金を支給する。 

 

 

ス 生活保護業務デジタル化推進事業費 3,388千円⑥ 

県保健福祉事務所が実施している町村部を対象とした生活保護業務について、

ＡＩを活用した生活保護関連法令等情報検索システム及び生活保護実施に係る金

融機関等への預貯金照会システムの利用により効率化を図る。 

 

 

(5) 市町村における包括的な支援体制の整備 

ア 重層的支援体制構築支援事業費 93,327千円① 

「高齢」、「障がい」、「子ども」など、属性を問わない包括的な支援体制づ

くりに取り組む市町村に対して、職員等を対象とした研修やアドバイザー派遣等

を行う。また、社会福祉法に基づき市町村が行う重層的支援体制整備事業（多機

関協働事業分）に要する経費を負担する。 

 

 

(6) 災害時における要配慮者支援体制の整備 

ア 福祉施設災害対応力強化整備費補助（老人福祉施設） 28,000千円③ 

イ 福祉施設災害対応力強化整備費補助（障害福祉施設） 12,000千円③ 

老人福祉施設・障害福祉施設等において、大規模災害時等にも自施設での運
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営・支援を継続するため、防災備蓄倉庫の整備に対して補助する。 

 

 

ウ 福祉施設災害対応力強化普及推進事業費（老人福祉施設） 6,515千円③ 

エ 福祉施設災害対応力強化普及推進事業費（障害福祉施設） 3,258千円③ 

老人福祉施設・障害福祉施設等における災害への対応力の向上及び災害対策の

推進を支援するため、施設等職員を対象に、災害対策に関する研修や相談窓口の

設置を行う。 

 

 

オ 福祉避難所支援事業費 4,699千円① 

災害時に市町村が指定する福祉避難所等を円滑に開設するため、市町村や福祉

避難所開設・運営法人が行う平時の研修・訓練を支援するとともに、福祉専門人

材ボランティアの育成等を行う。 

 

 

カ 災害時福祉支援体制整備事業費 10,000千円① 

大規模災害時に備え、福祉関係団体等と連携し神奈川県災害派遣福祉チームの

設置や事務局体制の整備を行うとともに、訓練、研修等を通じて災害時要配慮者

(高齢者や障がい者等)に対する必要な支援体制を確保する。また、災害派遣福祉

チームが被災地で円滑に活動するため、活動内容等の普及啓発を行う。 

 

 

キ 災害時高齢者等把握等研修事業費 3,000千円① 

災害発生時に支援の届かない在宅高齢者等が生じないようにするため、介護支

援専門員などの職能団体に所属する者に対して、個別訪問等による早期の状態把

握や関係機関との連携等に係る研修を行う。 

 

 

ク 個別避難計画作成支援事業費 5,000千円① 

高齢者等自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに市町村が作成する

個別避難計画の作成率を高めるため、一般県民向けの防災カフェの開催と計画作

成のキーパーソンの養成研修を実施する。 

 

 

ケ 「プラス防災」の新たな居場所モデル共創事業費 5,208千円① 

災害時に誰ひとり取り残されない社会を実現するため、地域で居場所づくりを

行っている団体等に対し有識者による助言や地域資源との連携支援を行い、多様

な人々が平時・災害時を問わず集まることができる「ともいきステーション」の

考え方を広める。 

 

 

(7) 地域福祉を支える団体への支援 

ア 県社会福祉センター入居団体活動支援事業費補助 6,897千円⑧ 

県の福祉施策に密接に関与する社会福祉団体の負担を軽減するため、県社会福

祉センター（横浜市神奈川区）に入居する団体に係る賃料の一部を負担する。 
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２ 生涯を通じた健康づくりの推進 

(1) 母子保健の推進 

ア 未熟児等養育費 105,780千円① 

出生時において入院を必要とする未熟児が諸機能を回復することにより健やか

な発育を促すために要する医療費等の一部を、市町村に対して負担する。 
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神奈川県 
  福祉子どもみらい局総務室（内線3617～3619） 

  横浜市中区日本大通１〒231-8588 電話(045)210-1111（代表） 




